
第 １ 回 定 例 会

平 成 22 年 度

予算案関係資料

茨 城 県



目 次

Ⅰ 平成２２年第１回県議会定例会提出議案等一覧 （ １）

Ⅱ 平成２２年度当初予算案の概要

１予算編成の基本的考え方 （ ３）

２重点施策のポイント （ ４）

３平成２２年度当初予算案の規模 （ ７）

４歳入の状況 ( ８)

５歳出の状況 (１１)

６財源確保対策 (１３)

７主な事業（平成２２年度予算の特色） (１５)

８一般会計性質別内訳 (３８)

９一般会計款別内訳（歳入） (３９)

10一般会計款別内訳（歳出） (４０)

11特別会計 (４３)

12企業会計 (４３)

Ⅲ 債務負担行為一覧 （４４）

Ⅳ 条例その他の議案の概要 （４９）

Ⅴ 「事務事業再構築結果」主なものの一覧 （５６）

予 算 ２２件 （一般会計 １件 特別会計１６件 企業会計 ５件）

条例その他 ２５件 （条 例１９件 そ の 他 ６件）

（注）この資料は、精査の結果異動することがある。



- 1 -

Ⅰ 平成２２年第１回県議会定例会提出議案等一覧

（予 算）

１ 平成２２年度 茨城県一般会計予算

２ 平成２２年度 茨城県物品調達特別会計予算

３ 平成２２年度 茨城県競輪事業特別会計予算

４ 平成２２年度 茨城県公債管理特別会計予算

５ 平成２２年度 茨城県市町村振興資金特別会計予算

６ 平成２２年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算

７ 平成２２年度 茨城県母子・寡婦福祉資金特別会計予算

８ 平成２２年度 茨城県立医療大学付属病院特別会計予算

９ 平成２２年度 茨城県中小企業事業資金特別会計予算

１０ 平成２２年度 茨城県農業改良資金特別会計予算

１１ 平成２２年度 茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算

１２ 平成２２年度 茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算

１３ 平成２２年度 茨城県霞ケ浦開発事業農業用水負担金償還円滑化事業特別会計予算

１４ 平成２２年度 茨城県公共用地先行取得事業特別会計予算

１５ 平成２２年度 茨城県港湾事業特別会計予算

１６ 平成２２年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算

１７ 平成２２年度 茨城県流域下水道事業特別会計予算

１８ 平成２２年度 茨城県病院事業会計予算

１９ 平成２２年度 茨城県水道事業会計予算

２０ 平成２２年度 茨城県工業用水道事業会計予算

２１ 平成２２年度 茨城県地域振興事業会計予算

２２ 平成２２年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算
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平成２２年第１回県議会定例会提出議案等一覧

（条 例）

１ 職員の勤務時間に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

２ 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

３ 職員の旅費に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

４ 茨城県職員定数条例の一部を改正する条例

５ 茨城県特別会計条例の一部を改正する条例

６ 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例

７ 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

８ 茨城県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

９ 茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例

１０ 茨城県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数を定める条例の一部を改正する条例

１１ 茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

１２ 茨城県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例

１３ 茨城県公共物管理条例の一部を改正する条例

１４ 茨城県河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例

１５ 茨城県工業用水道条例の一部を改正する条例

１６ 茨城県水道条例の一部を改正する条例

１７ 茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例の一部を改正する条例
ヽ ヽ

１８ 茨城県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例

１９ 茨城県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例

（そ の 他）

２０ 包括外部監査契約の締結について

２１ 全国自治宝くじ事務協議会規約及び関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部変更に

ついて

２２ 茨城県道路公社の有料道路事業の変更について

２３ 千葉県道路公社の有料道路事業の変更について

２４ 茨城県道路公社の定款の変更について

２５ 霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部

流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について
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Ⅱ 平成２２年度当初予算案の概要

１ 予算編成の基本的考え方

・ 我が国の経済は、景気は持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にある

など依然と厳しい状況にあり、県内経済も、企業の業況感は悪化し、雇用情勢も有効求人倍

率、新規求人数とも低水準で推移しており、さらなる下振れが懸念されるなど、予断を許さ

ない状況が続いている。

・ また、本県財政は未曾有の危機的な状況にあり、平成２２年度の県税収入は、景気後退に

より法人２税を中心に、引き続き大幅な減収が避けられない。国の地方財政対策において、

地方交付税を１．１兆円増額する措置がとられ、本県においても、実質的には一般財源総額

の増加が見込まれるものの、三位一体改革以降に削減され続けてきた一般財源（平成１６年

度以降の６年間で２，０００億円以上減少）の復元には到底及ばず、他方、歳出面では、経

済・雇用対策に加え、医療・福祉関係経費や公債費の増加などにより、引き続き厳しい財政

状況にある。

・ 平成２２年度の当初予算編成に当たっては、現下の厳しい経済情勢の下、経済・雇用対策

を最重点課題とし、国の経済対策も踏まえ、中小企業の資金繰り支援や正規雇用につながる

研修・雇用一体型事業など雇用創出対策に引き続き積極的に取り組むこととした。

また、公共投資については、国補公共事業の国の対前年度伸び率を基本としつつも、県単

公共事業等も含めた投資的経費全体として、地方財政計画の水準を上回る必要額を確保する

こととした。

・ また、厳しい財政状況下にあって、本県の潜在力、活力を実感できる「生活大県」づくり

に挑戦するため、少子化対策、未来を担う人づくり、環境問題への対応や産業の活性化など

本県の将来を見据えた重要な課題について、県総合計画の３つの目標の下、以下に掲げる重

要政策に積極的に取り組むこととした。

○「住みよいいばらき」づくり

・ 地域医療の充実

・ 子育て支援の推進

・ 高齢者・障害者にやさしい社会づくり

・ いばらき型グリーンニューディール

・ 安心・安全な県民生活の確保

○「人が輝くいばらき」づくり

・ 児童生徒の学力アップ

・ 子どもたちの社会性や豊かな心の育成

・ 個性や能力を活かせる社会づくり

○「活力あるいばらき」づくり

・ 陸・海・空のネットワークを活かした一大交流拠点づくり

・ 産業の活性化

・ 農林水産業の振興

・ いばらきのイメージアップ、 魅力ある地域づくり

・ さらに、財政再建を着実に進めていくことが「生活大県」づくりを支える基盤となること

から、平成２２年度は、「第５次行財政改革大綱」等に基づき、引き続き徹底した行財政改

革の取り組みを進める中で、特に、多額の将来負担額を抱える保有土地の問題については、

財政負担の平準化を原則としつつ、中長期的に計画的な対応を図っていけるよう重点的に取

り組み、財政の健全化を強力に推進する。
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２ 重点施策のポイント

（１）経済・雇用対策

１ 経済対策

○ 中小企業の資金繰り支援（中小企業融資資金貸付金）
・新規融資枠 １，３５３億円（＋２９５億円）
緊急経済対策融資の大幅な拡充 新規枠：８００億円（＋４３０億円）

○ 投資的経費（一般会計） Ｈ２１最終補正と一体的に実施
・約１，３３０億円（▲10.3％）（Ｈ21最終補正含む）
・非公共の投資的経費は、Ｈ２１国補正予算による基金を活用し、社会福祉施設等
の整備・改修等に積極的に取り組み、39.6％の伸びを確保。
・補助 ８２億円（＋16.0％）
・単独 １６４億円（＋55.3％） 計 ２４６億円（＋39.6％）

・地域活性化・きめ細かな臨時交付金の活用 （Ｈ２１最終補正）４５億円
・橋梁補修、道路維持補修、林道整備や社会福祉施設などの設備更新等

２ 雇用対策

○ 事業規模 約９１億円（市町村分も含む。5,200人以上の雇用創出）
うち県事業 約６０億円（3,000人以上の雇用創出）
Ｈ２１～２３までに約１４，７００人の雇用創出
国交付金の本県配分額 約２０７億円 ＊Ｈ２３までに活用

【正規雇用化につながる施策】
①研修・雇用一体型事業（Ｈ22 800人雇用創出、事業費１，６６５百万円）
新規 未就業看護職員人材確保 （ 53人）

外国人観光客受入体制整備 （ 9人）
地域商工業支援事業 （ 9人）

拡充 福祉・介護職員確保 （ 550人（＋450人））
ものづくり産業の担い手 （ 30人（＋ 10人））
農業の担い手 （ 40人（＋ 5人））
特用林産物生産担い手 （ 25人（＋ 5人））

継続 空港ハンドリング業務人材確保、医師事務作業補助者、
伝統工芸等の担い手 等

②就職支援 いばらき就職支援センター事業、若年者等総合支援事業 等

【当面の短期的対策】
新規高校卒業者緊急就職支援事業 等
（新規高卒未内定者を卒業後、県の臨時職員として配置（６０人））

【政策実現に資する施策】
①農林水産分野 茨城農林水産物新商品開発事業 等
②教育分野 いばらき学力向上サポートプラン事業 等
③福祉・医療分野 民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業 等
④観光・地域振興分野 いばらき県産品ＰＲ事業 等
⑤霞ヶ浦環境対策 霞ケ浦環境体験学習推進事業 等
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（２）人が輝く元気で住みよいいばらきづくり

１ 住みよいいばらきづくり
(1) 地域医療の充実
・ ドクターヘリの運航及び救急搬送受入体制の整備
・ 小児救急医療体制の確保や地域の初期救急窓口充実のための助成
・ 妊産婦及び新生児を対象とした救急医療体制整備のための助成
・ 県立中央病院における救急センターの整備
・ 地域医療再生計画に基づく医師確保対策の充実及び医療提供体制の強化

(2) 子育て支援の推進
・ 子育て家庭の負担を軽減するため、医療費助成の対象を小学３年生まで拡大
・ 県、市町村、保育所及び私立幼稚園等が取り組む地域の子育て支援活動の展開
・ 市町村が実施するすべての児童を対象とした居場所づくりに対する助成
・ 県、市町村、関係団体、企業、県民ボランティア等の連携による結婚支援活動を展開
するいばらき出会いサポートセンターの運営

・ 若者を対象とした結婚・子育て意識啓発セミナーの開催

(3) 高齢者・障害者にやさしい社会づくり
・ 老人福祉施設の新設・増築等に対する助成
・ 雇用創出等基金を活用した福祉・介護施設における人材確保の促進
・ 県庁内に知的障害者を雇用するための事業所ステップアップオフィスを設置
・ 県立友部病院の平成２３年度新病院開院に向けた新築工事等の実施

(4) いばらき型グリーンニューディール
・ 地球温暖化対策への取組みの強化

（県及び市町村施設への太陽光発電設備の導入、家庭や事業所で取り組む省エネ実践
活動の促進等）

・ 森林湖沼環境税を活用した、森林の整備や霞ケ浦等湖沼・河川の水質保全
（荒廃した森林の緊急間伐、平地林・里山林の整備、公共施設の木質化の推進等、
高度処理型浄化槽の設置促進、下水道等への接続促進、環境学習の推進等）

(5) 安心・安全な県民生活の確保
・ 耐震改修促進法等に基づく県有施設の耐震診断、県立学校施設等の耐震補強工事の実施
・ 渋滞箇所、交通危険箇所等の重点的な道路整備の推進
・ 安心・安全な消費生活の確保のための相談体制の整備及び消費者教育の充実等

２ 人が輝くいばらきづくり
(1) 児童生徒の学力アップ
・ 本県独自の少人数学級を小学３・４年生及び中学１年生に拡大
・ 非常勤講師の配置や全小学校での夏休み学びの広場開設等による学力向上対策の推進
・ 教員の指導力向上を図るための学校訪問指導等の実施
・ 県立高校への医学・難関理工系進学コースの設置や私立学校が取り組む医学系進学対
策等に対する支援

・ 県立高等学校の再編に伴う施設・設備の整備
・ 私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に対する経常費の助成
・ 私立高校等の創意工夫による取組みや私立幼稚園の子育て支援活動の充実等を支援

(2) 子どもたちの社会性や豊かな心の育成
・ 小学校・中学校・高等学校等へのスクールカウンセラー等の配置
・ 家庭の教育力向上のための意識啓発

(3) 個性や能力を活かせる社会づくり
・ 県立特別支援学校の施設の整備
・ 全国産業教育フェア茨城大会の開催
・ ご近所の底力バンクの構築による地域活動団体間のネットワークの強化
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３ 活力あるいばらきづくり

(1) 陸・海・空のネットワークを活かした一大交流拠点づくり

・ 平成２２年３月に開港する茨城空港の就航促進及び利用促進活動の展開

・ 茨城港常陸那珂港区、圏央道、筑西幹線道路等の根幹的な事業の着実な推進

・ ＩＢＢＮ（いばらきブロードバンドネットワーク）の利活用を促進するための回線容量の拡張

(2) 産業の活性化

・ 税制面や工業用水道料金の優遇措置、融資制度等による企業誘致の推進

・ 中小企業向け制度融資資金の融資枠の拡充

・ 創意工夫をこらした商店街活性化事業への助成

・ Ｊ－ＰＡＲＣ内の県中性子ビームラインの産業利用の推進

・ 県立試験研究機関等の連携による研究開発プロジェクトの実施

・ 中小企業の販路拡大のための各種施策の推進

(3) 農林水産業の振興

・ 農業改革を着実に推進するための生産現場提案型事業に対する助成等

・ 新規参入者や新分野に進出する農業後継者等を支援するための実践農場の整備等

・ 環境への負荷の軽減を進める先進的な営農活動への助成等によるエコ農業の推進

・ 本県農産物のイメージアップのための各種事業の実施

・ 緑の循環システム構築のためのラミナ製材工場整備への助成

(4) いばらきのイメージアップ、魅力ある地域づくり

・ 本県のイメージアップを図るための戦略的な情報発信及び本県の魅力ＰＲ

・ ハッスル黄門を活用した県内外でのイメージアップ活動等の実施、県政全般の幅広い

知識を有するいばらき夢ガイドによる案内・ＰＲ

・ 本県内でロケを実施した映像作品等を対象とする「いばらきロケ大賞」の創設

・ 県北地域振興事業の総合的・戦略的展開

（新たなライフスタイル「いばらきさとやま生活」の促進や戦略的情報発信、「いば

らき遊芸の里事業」（県北地域における体験型教育旅行受入体制の整備）の展開等）

・ 過疎地域の市町が取り組む自立促進のための各種施策に対する支援

・ 映画「桜田門外ノ変」のロケ地やゆかりの地を中心とした幕末観光ＰＲの実施

・ ＴＸ沿線地域におけるまちづくりの推進

４ 財政健全化

・ 事務事業再構築の徹底

・ 保有土地対策の実施
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３ 平成２２年度当初予算案の規模

平成２２年度当初予算案の一般会計の規模は、１兆７５３億１５百万円、対

前年度当初比▲０．１％の減。

・ 歳出規模がほぼ同規模となったのは、中小企業の資金繰り支援としての融資枠の大幅な

拡大や、雇用創出等基金をはじめ国の経済対策による基金を活用した事業の本格化など、

経済・雇用対策について積極的に予算措置したこと、医療・福祉関係経費や公債費等義務

的な経費の増加などによる。

（単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増減率

一般会計 1,076,594 1,075,315 ▲ 0.1

特別会計 280,854 269,434 ▲ 4.1

企業会計 100,906 99,233 ▲ 1.7

計 1,458,354 1,443,982 ▲ 1.0

【予算伸び率の推移】 （単位：％）

区 分 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

県一般会計 ▲4.1 ▲0.1 0.9 ▲1.1 ▲2.3 ▲0.8 ▲0.8 ▲0.8 3.5 ▲0.3 1.9 ▲0.1

(▲1.5) (▲0.1)

地 財 計 画 1.6 0.5 0.4 ▲1.9 ▲1.5 ▲1.8 ▲1.1 ▲0.7 ▲0.0 0.3 ▲1.0 ▲0.5

うち一般歳出 1.8 ▲0.9 ▲0.6 ▲3.3 ▲2.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲1.2 ▲1.1 0.0 0.7 0.2

国一般会計 5.4 3.8 ▲2.7 ▲1.7 0.7 0.4 0.1 ▲3.0 4.0 0.2 6.6 4.2

うち一般歳出 5.3 2.6 1.2 ▲2.3 0.1 0.1 ▲0.7 ▲1.9 1.3 0.7 9.4 3.3

（注）（ ）内は、特殊要因を除いた伸び率

Ｈ19：住宅供給公社・土地開発公社対策

Ｈ21：開発公社対策及び国営土地改良地元負担金繰上償還
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４ 歳入の状況

① 県税

県税は、２，９５８億円の計上で、対前年度比▲１５．９％、５６０億円の減。

・ 県税収入総額は、▲１５．９％、５６０億円の減で、平成２１年度に引き続き、前年

度比で大幅な減（平成２１年度は、前年度比で６８８億円の減）。

・ 地方消費税清算金と国税化された地方法人特別税を原資とする譲与税を加味した実質

的県税は、前年度比▲１２．０％の３，３６６億円で、前年度比４６１億円の減。

・ 法人２税は、景気後退による企業収益の減や地方法人特別税導入の影響等により、前

年度比▲４１．９％、３６９億円の減で、５１２億円。

・ 自動車取得税は、新車販売台数の減や税制改正による軽減措置の導入等により、前年

度比▲２６．９％、１９億円の減。

【主な税目の前年度比較】 （単位：百万円、％）

税 目 Ｈ21 Ｈ22 増 減 増減率 増減の理由

法 人 ２ 税 88,107 51,234 ▲36,873 ▲41.9 企業収益の減

個人県民税 104,789 96,106 ▲ 8,683 ▲ 8.3 課税所得金額の減

自動車取得税 7,022 5,133 ▲ 1,889 ▲26.9 新車販売台数の減（エコカー補助金終了）

自 動 車 税 52,497 53,375 878 ＋ 1.7 課税台数の増

軽油引取税 31,800 27,644 ▲ 4,156 ▲13.1 申告数量の減

県税収入計 351,813 295,763 ▲56,050 ▲15.9

【県税の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増 減 増減率 備 考

県 税 収 入 ① 351,813 295,763 ▲56,050 ▲15.9 地財計画 ▲16.2

地方消費税清算金(a-b) ② 12,666 11,718 ▲ 948 ▲ 7.5

地方消費税清算金(歳入) a 56,829 50,063 ▲6,766 ▲11.9

地方消費税清算金(歳出) b 44,163 38,345 ▲5,818 ▲13.2

地方法人特別譲与税 ③ 18,216 29,105 10,889 ＋59.8

実質的県税 ①+②+③ 382,695 336,586 ▲46,109 ▲12.0 地財計画 ▲12.4

【県税伸び率の推移】 （単位：％）

区 分 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

当初予算額ﾍﾞｰｽ 4.6 ▲ 7.6 ▲ 7.4 8.8 5.1 7.8 21.4 1.1 ▲16.4 ▲15.9
(9.2)

地方消費税清算金及び 5.5 ▲ 8.7 ▲ 7.0 9.6 4.1 7.4 18.4 0.4 ▲11.3 ▲12.0
地方法人特別譲与税含み (6.9)

※（ ）は税源移譲除き
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② 地方交付税等

地方交付税は、１，７３０億円の計上、対前年度比＋６．１％の増。

臨時財政対策債は、１，１５０億円、対前年度比＋７３．７％、４８８億円の増。

・ 地方交付税は、国の地方財政対策において、既定の加算とは「別枠」の加算等により

１．１兆円増額等の措置がなされた結果、地財計画並みの前年度比６．１％、１００億円

増の１，７３０億円を計上。

・ 臨時財政対策債は、税収減により拡大した地方財政全体の財源不足を補てんするために

さらに増加したため、前年度比７３．７％、４８８億円増の１，１５０億円を計上。

・ 地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的地方交付税では２，８８０億円となり、

５８８億円の増（前年度比２５．７％の増）。

【地方交付税、臨時財政対策債、県税等の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増減 増減率 地財計画

地 方 交 付 税 163,000 173,000 10,000 6.1 6.8

臨時財政対策債 66,200 115,000 48,800 73.7 49.7

実質的地方交付税 229,200 288,000 58,800 25.7 17.3

実質的県税 382,695 336,586 ▲46,109 ▲12.0 ▲12.4

その他の地方譲与税等 9,204 8,706 ▲ 498 ▲ 5.4 ▲ 9.6

（参考）合 計 621,099 633,292 12,193 2.0 4.1

（注）実質的県税は、地方消費税清算金及び地方法人特別譲与税を含めた額である。

その他の地方譲与税等は、地方法人特別譲与税以外の地方譲与税、地方特例交付金及び

調整債の合計額である。

③ 県債

県債は、総額で１，７７５億円を計上、対前年度比＋２０．２％の増。

公共投資に充てた県債は、５８５億円で、対前年度比▲１９．２％の減。

・ 県債総額の増の大宗は、国の地方財政対策による臨時財政対策債の大幅増によるもの。

・ 一般財源としての地方債を除いた県債計上額は６２５億円で、前年度比２２．３％の減。

・ 公共投資に充てた県債計上額は５８５億円で、前年度比１９．２％の減。

・ 予算額に占める県債の割合を示す県債依存度は、臨時財政対策債の大幅な増により、

１６．５％と２．８ポイント悪化（Ｈ２１当初：１３．７％）。

・ この結果、平成２２年度末県債残高（見込み）は１兆８，７２４億円となり、２１年

度１０月補正後に比べ、７４４億円増加。

・ 臨時財政対策債など特例的な県債を除く県債残高は、平成１８年度をピークに減少に

転じており、平成２２年度末は１兆３，７６７億円となり、２１年度１０月補正後に比

べ、２６４億円減少。（対ピーク時 ▲５２１億円（▲３．６％））
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【県債の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増減 増減率 備 考

特 定 財 源 分 80,382 62,480 ▲17,902 ▲22.3

公共投資に充てた県債 72,382 58,480 ▲13,902 ▲19.2

退 職 手 当 債 8,000 4,000 ▲ 4,000 ▲50.0

一 般 財 源 分 67,300 115,000 47,700 70.9

臨時財政対策債 66,200 115,000 48,800 73.7

調 整 債 1,100 － ▲ 1,100 皆減

合 計 147,682 177,480 29,798 20.2 地財計画 14.0

④ 繰入金

財源不足に対する緊急避難的措置として、県債管理基金からの繰替運用は、

１１０億円（対前年度比▲４２．１％）を計上。

経済対策による基金の繰入れは、２４８億円（対前年度比＋２０５．７％）。

・ 県債管理基金からの借入れ（繰替運用）については、第５次行財政改革大綱の財政健全

化目標等を踏まえて、前年度以下に抑制し、１１０億円を計上。

・ 一般財源基金は、平成２１年度中における補正予算の財源として追加取崩しを行った結

果、平成２１年度末残高は約１１億円と、ほぼ枯渇した状況となる見込み。

このため、一般財源基金からの繰入れは未計上（平成２１年度：２０億円）。

・ 国の経済対策による基金について、平成２２年度に積極的に雇用、医療、福祉に関する

事業を実施することから、繰入額は２４８億円（財前年度比＋２０５．７％）を計上。

【繰入金（一般財源）の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増減 増減率 備 考

一般財源基金繰入金 2,000 － ▲ 2,000 皆減

県債管理基金からの繰替運用 19,000 11,000 ▲ 8,000 ▲42.1

特別会計等繰入金 1,078 909 ▲ 169 ▲15.7

合 計 22,078 11,909 ▲10,169 ▲46.1

○ 実質的県税、実質的地方交付税、地方譲与税等と繰入金（一般財源）等を合わせた

一般財源総額は、６，５５１億円となり、対前年度比約２０億円の増（ ＋０．３％）。
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５ 歳出の状況

【歳出（性質別内訳）の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増 減 増減率 備 考

義 務 的 経 費 490,214 492,710 2,496 0.5

人 件 費 342,173 339,308 ▲ 2,865 ▲ 0.8 地財計画 ▲ 2.0

公 債 費 129,018 133,166 4,148 3.2 〃 0.8

扶 助 費 19,023 20,236 1,213 6.4

投 資 的 経 費 148,709 128,876 ▲19,833 ▲13.3 地財計画 ▲15.3

補 助 投 資 113,262 89,018 ▲24,244 ▲21.4 〃 ▲15.7

単 独 投 資 35,447 39,858 4,411 12.4 〃 ▲15.0

一 般 行 政 費 344,107 372,640 28,533 8.3 〃 8.0

税 交 付 金 等 93,564 81,089 ▲12,475 ▲13.3

合 計 1,076,594 1,075,315 ▲ 1,279 ▲ 0.1 地財計画 ▲ 0.5

① 義務的経費

義務的経費は、対前年度比＋０．５％増の４，９２７億円となり、歳出全

体に占める構成比は４５．９％（前年度 ４５．６％）。

・ 人件費は、退職手当等が増加する一方で、期末・勤勉手当の減額（0.35月分）や給与改

定（行政職平均▲0.2％）等により、０．８％の減。

・ 公債費は、臨時財政対策債等の特例的県債の大幅な増額発行や、土地開発公社経営健全

化債の計画的な償還等により、３．２％の増。

・ 扶助費は、生活保護費や難病対策費の増により、６．４％の増。

② 投資的経費

投資的経費は、国の対前年度伸び率を上回る公共事業費等の規模を確保し

たことにより、総額としては、１，２８９億円を計上、対前年度比▲１３.３

％の減（地財計画▲１５.７％）に止める。

［国補公共］

・ 国補公共事業（特別会計含み）のうち、補助事業については、陸・海・空の交通ネット

ワークづくりのため、ＴＸ関連道路等緊急性の高いプロジェクトに重点化するとともに、

生活・防災関連事業等を中心に必要額を確保。

・ 農林水産業関係については、国予算の大幅削減の中、農業改革に対応するためのほ場、

畑地基盤整備事業等の必要額を確保。

森林湖沼環境税による間伐等についても必要額を確保。
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・ 直轄事業（首都圏中央連絡自動車道、常陸那珂港区等）については、直轄事業負担金制

度の改革も踏まえ、所要額を計上。

・ 国補公共事業全体としては、国予算の伸び率（１８．３％減）を踏まえ、前年度比１８．

６％、２７２億円減の８７７億円を計上。

［県単公共］

・ 県単公共事業（特別会計含み）については、地財計画が１５．０％減のところ、前年度

比５．８％減に止まる２３５億円を確保。

※ 地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用し、橋梁補修、道路維持補修、林道整備など、

平成２１年度最終補正において県単公共投資を追加（４５億円）。

【公共事業費（特別会計含み）の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ21 Ｈ22 増減 増減率 備 考

国補公共事業費 107,771 87,707 ▲20,064 ▲18.6 地財計画▲15.7

補 助 事 業 77,295 65,761 ▲11,534 ▲14.9 〃 ▲12.5

直轄事業負担金 * 30,476 21,946 ▲ 8,530 ▲28.0 〃 ▲31.5

県単公共事業費 24,959 23,521 ▲ 1,438 ▲ 5.8 〃 ▲15.0

合 計 132,730 111,228 ▲21,502 ▲16.2 〃 ▲15.3

国予算 ▲18.3

* Ｈ21国営土地改良地元負担金繰上償還（71億円）を除く。

③ 一般行政費

一般行政費は、ゼロベースの視点に立った全事務事業の徹底した見直しに

より歳出の削減を行う一方、中小企業の資金繰り対策（新規貸付枠の拡大等）

や雇用創出等基金の活用による雇用の創出をはじめ、引き続き経済・雇用対

策に重点的に取り組むため、対前年度比８．３％増の３，７２６億円を計上。

また、生活大県づくりを着実に推進するため、福祉・医療、教育等の政策

分野については、選択と集中により施策の重点化を図るとともに、国交付金

等の有利な財源の確保・活用に努め、必要額を計上。

・ 予算要求時に「生活大県いばらき特別枠」として次のテーマを設定し、施策の重点化と

部局横断的な政策の充実強化を図る観点に立って、約２２億円、２４事業を予算化。

① 住みよいいばらきづくり

② 人が輝くいばらきづくり

③ 活力あるいばらきづくり

④ その他知事が特に認める事業

また、施策の選択と集中を促進し新たな課題に取り組むために設定した「再構築枠」に

ついては、約３千万円、８事業を予算化。



- 13 -

６ 財源確保対策

（１）平成２２年度の財源確保額

・ 平成２２年度の収支不足額については、平成２１年度当初予算編成時点において、医療・福祉関

係経費や団塊の世代の大量退職に伴う退職手当の増加などにより、約３３０億円と見込まれていた

が、県税収入が大幅に減少する一方で、国の地方財政対策により地方交付税が増額になったことな

どから、約２９０億円とやや改善する見込みとなったところ。

・ この収支不足額２９０億円のうち、歳出改革、歳入確保に向けた取り組みによって確保できた財

源は１８０億円にとどまったため、なお不足する１１０億円については、緊急避難的措置として、

県債管理基金からの借り入れ（繰替運用）により、財源を確保。

【財源確保対策の状況（一般財源ベース）】 （単位：億円）

区 分 平成２２年度

の財源確保額

収支不足見込額 Ａ ２９０

Ⅰ 歳出改革に向けた取り組み １３３

（１）人件費の抑制 ４７

（２）公共投資の縮減・重点化 ２５

（３）事務事業の見直し ６１

① 事務事業の再構築 ５６

② 公債費負担の抑制 ３

③ 企業会計・特別会計の見直し ２

Ⅱ 歳入確保に向けた取り組み ４７

（１）自主財源の確保 ２９

（２）特別会計等資金の活用 １８

財源確保額 合計 Ｂ １８０

財源不足額（Ａ－Ｂ） １１０ →県債管理基金からの

繰替運用により確保

（２）平成２２年度の財源確保対策の具体的内容

【歳出改革に向けた取り組み】

１．人件費の抑制（４７億円程度）

（１）職員数の削減（▲３１０人程度）

（２）給与カット

・ 給料月額カット 管理職▲５％・▲４％・▲３％

・ 管理職手当カット ▲２０％・▲１０％

・ 特別職等の給与・報酬等の減額 ▲２０％～▲１３％

２．公共投資の縮減・重点化（２５億円程度）

（１）国補公共事業（▲１８．６％）（実質）

（２）県単公共事業（▲５．８％）

（３）その他の投資的経費（３９．６％）
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３．事務事業の見直し（６１億円程度）

（１）事務事業の再構築（５６億円程度）

① 補助金の廃止・縮減

・ 市町村向け補助金及び零細補助金の見直し

② 一般行政施策の重点化

・ 経常的経費の見直し等

③ 財源構成の見直し

・ 特定財源の活用

（２）公債費負担の抑制（３億円程度）

・ 高金利県債の借換等

（３）企業会計・特別会計の見直し（２億円程度）

・ 流域下水道特別会計等への繰出金

【歳入確保に向けた取り組み】

１．自主財源の確保（２９億円程度）

（１）県税収入の確保（２４億円程度）

（２）県有未利用財産の売却（３億円程度）

（３）受益者負担の適正化（２億円程度）

・ 収入未済額の縮減

２．特別会計等資金の活用（１８億円程度）

（１）工業用水道事業貸付金の繰上償還（８億円程度）

（２）市町村振興資金特別会計資金の活用（９億円程度）

※ 見直し事業の主なものはＰ５６～５９のとおり。
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７ 主な事業（平成２２年度予算の特色） 新：新規事業

拡：拡充事業

（百万円）

１ 住みよいいばらきづくり （ ）：Ｈ21当初

（１）地域医療の充実

・ 救急医療体制の充実

① 拡 ドクターヘリ導入促進事業 ２２２

（ドクターヘリの運航及び救急搬送受入病院へのヘリポート整備等）

・ドクターヘリの運航業務及び搭乗医師・看護師確保の委託（国１／２、県１／２）

・搬送患者受入病院におけるヘリポート整備に対する助成（２ヶ所、補助率１／２）

・本県、千葉、栃木３県によるドクターヘリ広域利用の実施

＊運航開始：平成２２年７月、基地病院：水戸医療センター、水戸済生会総合病院

② 拡 小児救急医療体制整備事業 １４３

（小児救急医療体制や開業医と連携する地域の初期救急窓口充実のための助成） （９４）

・事業内容：小児救急輪番制病院及び小児救急医療拠点病院の運営費に対する助成

・Ｈ22新規：地域連携初期救急対策助成事業

対 象：水戸市及びひたちなか市休日夜間診療所（内科診療を平日夜

間に拡充）及び二次救急病院への開業医の出務

補助率：１／３

③ 拡 周産期母子医療対策事業 ２０３

（妊産婦及び新生児を対象とした救急医療体制整備のための助成の拡充） （６６）

・事業内容：周産期母子医療センター等の医療機関に対する運営費等の助成

・Ｈ22新規：茨城西南医療センターの母体・胎児集中治療管理室等の整備費への助成

・Ｈ22拡充：総合周産期母子医療センター（２病院）、地域周産期母子医療センター

（４病院）の運営費に対する助成の拡充

④ 拡 救命救急センター運営助成事業 ４１４

（重篤な救急患者に高度医療を提供する救命救急センターへの運営費助成）（２４４）

・Ｈ22継続：筑波メディカル、土浦協同病院、茨城西南医療センター

・Ｈ22新規：ドクターヘリの基地病院となる水戸済生会総合病院を追加

・ 県立中央病院救急センター増築事業（病院会計） ６１１

（県立中央病院における救急センターの整備） （４６２）

・整備内容：救急部門 （初療室、蘇生室、緊急手術室、ＩＣＵ６床、ＨＣＵ４床ほか）

循環器部門（手術室２室、血管造影撮影室、循環器専用病床６床）

延べ床面積：２，５３７㎡

・総事業費：約１７．４億円（施設整備：約１０．７億円 設備整備：約６．７億円）

・開所時期：平成２２年１０月予定 ※財 源：原子力安全等推進基金
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・ 医療従事者の確保対策

① 新 地域医療再生基金関連事業 ９２６

（寄附講座の設置等による医師確保対策の充実及び医療提供体制の強化）

○全体計画

・対象医療圏：水戸、日立、常陸太田・ひたちなか保健医療圏

筑西・下妻保健医療圏

・計画期間 ：平成２１～２５年度

・地域医療再生交付金（２５億円×２医療圏）を活用

○Ｈ22主な事業

・筑波大学等５医科大学へ寄附講座を新設→医師不足地域等へ医師派遣（１６名）

・「地域枠」入学者に対する修学資金の貸与（Ｈ22定員増分：４医科大学７名）

・後期研修医に対する研修手当の支給（補助対象診療科目の拡充）

・小児・周産期医療に係るチーム医療支援映像システムの整備

・筑波大学への医師循環支援センターの整備

＊Ｈ22交付金活用額：他事業への充当分と合わせ１，２４３百万円

② 拡 医師確保総合対策事業 １７４

（医師の確保及び県内定着を図るための各種事業の実施） （１６９）

○Ｈ22拡充事業

・医師修学資金貸与事業、地域医療医師修学資金貸与事業

貸与人数：計５９名→計７４名

・救急ライセンス研修助成事業

初期臨床研修医対象の救命処置研修：４回→６回

・後期研修費補助金（後期研修医を受け入れる臨床研修病院に対する助成）

小児科・産婦人科・外科・救急に係る補助率：１／４→１／３

③ 新 外来診察室増設事業（病院会計） ３０

（県立中央病院における筑波大学派遣医師受け入れのための診察室の増設）

・整備目的：県立中央病院と筑波大学が連携した医師循環システムの確立

・整備内容：診察室４室（延べ床面積：７９．８㎡）

屋外通路改修：３２㎡ ※財 源：地域医療再生交付金

④ 新 いばらき版サイエンスハイスクール事業 １０

（緑岡高・竜ヶ崎一高への医学・難関理工系進学コースの設置等）

○いばらき版サイエンスハイスクール（緑岡高、竜ヶ崎一高）

・医学・難関理工系進学コースの設置（Ｈ22：準備・一部導入、Ｈ23：本格導入）

・医療関係者の講話の実施、実験・実習等の充実による理科授業の質の向上

・少人数によるきめ細かな学習指導 ほか

○学校に対する医学部進学支援（水戸一高、土浦一高、竹園高、下妻一高）

○高校生セミナー（私立高校を含む全ての県内高校生を対象）

・医療機関や大学の見学及び医療関係者の講話
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⑤ 新 私立学校特色ある教育推進事業 １３

（私立学校が取り組む医学系進学対策に対する支援）

・対 象：医学部進学コース等を新たに設置する私立学校（２校）

・事業内容：講師の増員等を支援（３年間）

⑥ 新 看護職員人材確保支援事業（研修・雇用一体型事業） ９４

（看護師や助産師等の復職支援）

・職場復帰に不安を感じている潜在看護師等の再就業を支援

・潜在看護師等を新規に雇用する医療機関に対し復職に関する研修を委託

・雇用人数：看護師、助産師、保健師、準看護師５０名程度

拡 がん対策第二次後期計画推進事業 １０２

（放射線治療の遠隔支援等に活用できる県内医療機関を結ぶ情報通信ネットワークの整備） （４）

①地域医療遠隔支援・人材育成事業

・複数の医療機関でのテレビ会議や遠隔画像診断等が可能となる通信ネットワーク整備

・筑波大学附属病院と県内１２病院を結ぶ放射線治療テレカンファレンスシステム整備

・放射線治療方針の相談支援、放射線治療症例検討会や医師等に対する研修会の開催等

②ｅラーニングでのがん医療従事者の養成、がん体験者によるピアカウンセリング ほか

拡 肝炎総合対策推進事業 ５９４

（Ｂ型・Ｃ型肝炎患者に対する治療費助成の拡充） （４５０）

・自己負担限度額：所得により１・３・５万円／月→原則１万円／月に引下げ

・助成対象治療法：インターフェロン治療→核酸アナログ製剤による治療も対象（Ｂ型）

・制度利用回数：１回→２回（Ｃ型）

（２）子育て支援の推進

拡 小児医療費助成事業 １，５６５

（子育て家庭の経済的負担を軽減するため、医療費助成の対象年齢を小学３年生まで拡大） （１，４６２）

・未就学児→小学３年生に対象年齢を引上げ

（入院・外来とも小学３年生対象は、全国で６県目）

・平成２２年１０月から適用

拡 安心こども支援事業 ２，７４７

（民間保育所及び認定こども園の整備等に対する助成） （１，１３４）

①保育所、認定こども園の整備等に対し補助

②家庭的保育者（保育ママ）の研修、家庭的保育事業の実施場所に係る改修に対し補助

③保育の質の向上のため、保育所等の保育士（未就業者を含む）の研修等に対し補助
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新 待機児童解消推進事業 ５８

（待機児童の解消を目的とした民間保育所の分園設置等に対する助成）

①分園設置促進事業

・補助対象：定員２０名以上の分園を設置する民間保育所（１０ヶ所）

・補 助 額：上限１６２千円／月

②特定保育推進事業

・補助対象：特定保育の年間延べ利用２５人以上の民間保育所（２０ヶ所）

・補 助 額：上限１６２千円／月

＊本県待機児童数：３９６名（平成２１年４月現在）

拡 地域子育て創生事業 ６８３

（県、市町村、保育所及び私立幼稚園等が取り組む地域の子育て支援活動）

・保育所等への空気清浄機整備等を行う衛生環境向上事業等

・私立幼稚園等への遊具・絵本整備等を行う地域子育て支援促進事業等

・地域子育て支援拠点の職員を対象とした研修事業等

・子育て情報誌やＨＰの作成等市町村が行う子育て支援活動等への助成

拡 放課後子どもプラン推進事業 １，５７４

（放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進） （１，０５６）

①放課後の居場所づくり支援事業

・放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携に重点的に取り組む市町村への助成（新規）

・両事業の連携方法等を助言するアドバイザーを市町村に派遣

②放課後子ども教室推進事業：運営費の助成（国１／３、県１／３）、３００ヶ所

③放課後児童クラブ推進事業：運営費の助成（国１／３、県１／３）、５９０ヶ所

④放課後児童クラブ整備事業：施設整備費への助成（国１／３、県１／３）、８３ヶ所

拡 私立幼稚園地域子育て支援サポートスタッフ配置事業 ３５５

（幼稚園の施設開放等の子育て支援事業の促進） （２７０）

・誰もが身近な場所で子育て支援を受けられるよう、私立幼稚園に子育て支援事業を委託

・私立幼稚園においてサポートスタッフを新規に雇用し、園庭・遊戯室の開放、子育てや

幼児教育に関する講演会・相談会の開催、未就園児の親子教室等の事業を実施

・箇 所 数：私立幼稚園２００園

・雇用人数：２００名程度

新 結婚・子育て意識啓発事業 ２

（若者を対象とした結婚・子育て意識啓発セミナーの開催）

・対 象：県内大学生、企業の若手従業員等

・実施場所：大学２ヶ所、企業等２ヶ所

・内 容：著名人等による講演、県及び企業等の事例紹介、意見交換、ライフステージ

チェックシート（大学生対象、２５歳時に返送）の作成 ほか
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（３）高齢者・障害者にやさしい社会づくり

拡 老人福祉施設整備事業 ２，５５５

（高齢者プラン２１関連の老人福祉施設の新設、増築等に対する助成） （１，１２５）

・整備内容：特別養護老人ホーム１７施設（新設７施設、増築９施設、増改築１施設）

・補 助 額：１３５百万円（Ｈ21当初）→１７５百万円

＊特養５０床・ショート１０床の場合

拡 介護基盤緊急整備等事業 ２，０５０

（小規模特別養護老人ホーム整備やスプリンクラー設置に対する助成）

①定員２９名以下の介護施設整備：小規模特別養護老人ホーム等３９施設

②スプリンクラー設置：特別養護老人ホーム等４３施設

拡 介護職員処遇改善等事業 ３，９０２

（月１．５万円相当賃金引上げ等を行う事業者に対する助成）

①介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し助成

②特別養護老人ホーム等の開設前の人件費及び研修経費等を助成（４８施設）

拡 福祉・介護職員確保特別対策事業（研修・雇用一体型事業） １，００７

（福祉・介護施設における安定的な雇用機会の創出）

・失業中の無資格者を雇用→雇用期間中に介護福祉士・ホームヘルパー２級の資格取得

・配 置 先：老人福祉施設、児童福祉施設等

・雇用人数：４５０名（別途、継続雇用１００名）

新 高齢者スマイルアップ事業 ４

（高齢者が健康で元気に暮らせる社会づくりのため、子どもヘルパーによる老人宅訪問等）

①いばらき子どもヘルパー派遣事業

・小学４～６年生をヘルパーに任命

・独居老人宅への訪問ボランティア、施設での介護体験、お便り活動等を実施

・６５０千円／地域、４地域

②介護予防フォーラムの開催

新 いばらきステップアップオフィス推進事業 １０

（知的障害者を雇用するための事業所を県庁内に開設）

・障害福祉課内に就労継続支援Ａ型事業所として開設し、知的障害者５名（うち新規３名）

を雇用

・業務内容：パソコンの入力作業、文書の発送、会議の準備等

・障害者への助言、業務開拓や調整、民間企業への求職活動を行う職業指導員１名を配置

拡 総務事務センター（仮称）設置準備事業 １８８

（総務事務を集約化したセンターの開設準備等（身体障害者、知的障害者を雇用））（１９６）

・集約化対象事務 ：給与、旅費、服務、福利厚生、報酬・賃金

・システム導入時期：平成２３年４月



- 20 -

拡 障害者就業・生活支援センター事業 ４２

（就職や職場定着が困難な障害者に対し、就業・日常生活の支援を実施） （３６）

・事業内容：センターに就労支援担当者及び生活支援員を配置し、障害者の就業及びこれ

に伴う日常生活の問題について指導・助言

・委 託 先：社会福祉法人等

・箇 所 数：継続７ヶ所、新規１ヶ所

新 統合医療情報システム整備事業（病院会計） ４８４

（友部病院の電子カルテシステム、管理会計システムの整備）

・導入効果

電子カルテシステム→紙カルテ廃止等による医療の安全性向上、診療・会計の効率化

による患者待ち時間の短縮、業務見直しによる運営経費削減等

管理会計システム →多面的な経営分析による病院経営の効率化

※友部病院のシステム構築により、県立３病院の統合医療情報システム構築が完成

（４）いばらき型グリーンニューディール

拡 地域グリーンニューディール基金関連事業 ４７０

（県及び市町村施設への太陽光発電設備の導入等）

・カシマサッカースタジアム、新友部病院、天心記念五浦分館への太陽光発電設備整備等

・県民文化センターの省エネ改修（高効率の空調装置、ＬＥＤ照明への更新）

・市町村施設への太陽光発電設備等の導入に対する助成 ほか

拡 エコチャレンジ事業 ３

（家庭や事業所で取り組む省エネ実践活動の普及） （１）

・省エネに取り組む個人、グループ、事業所（新規）を公募

・優秀事例の表彰、発表会での紹介 ＊Ｈ21参加状況：５，５７０世帯

緑の循環システム整備推進事業（森林湖沼環境税活用事業）

① 森林機能緊急回復整備事業（公共） ５４３

（森林機能保全のための緊急間伐の実施等） （５５２）

・事業主体：市町、森林組合、森林所有者

・間伐面積：１，２００ｈａ（国補併用型１，０００ｈａ、県単２００ｈａ）

・補 助 率：国補併用型：（国５．１／１０、県４．９／１０） 県単：１０／１０

・作業道開設補助：定額（＠２千円／ｍ）

② 身近なみどり整備推進事業 ２１２

（平地林・里山林における県民生活に身近な森林整備に対する助成） （２１２）

・事業主体：市町村 ・補助率：１０／１０

・事業内容：平地林等における地域の整備目的に応じた森林づくり活動

・整備面積：２５０ｈａ
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③ 拡 県産材流通・加工体制整備事業 １，０４９

（緑の循環システムを構築するためのラミナ製材工場整備への助成） （６３６）

・事業主体：ラミナ生産協同組合（仮称）

・事 業 費：１，５７５百万円 ・設置場所：宮の郷工業団地（常陸大宮市）

・補 助 率：（国１／２、県２／１０）、事業主体３／１０

④ いばらき木づかいの家推進事業 ３２

（地域材の利用促進のための地域材使用住宅に対する助成） （３２）

・事業主体：茨城県木材協同組合連合会

・補 助 率：定額（上限２００千円／戸）

・補助戸数：１５０戸（予定）

⑤ いばらき木づかい環境整備事業 ７０

（県・市町村等施設の木質化の推進及び公共施設等への木製品の導入支援等）（６８）

・県・市町村等施設の木造化・木質化の推進（友部病院のデイケア棟など）

・学校等への木製品（机・いす等）の導入支援

・補助率：市町村等施設木造化・木質化：９／１０ 木製品導入：７／１０

・ 霞ケ浦等湖沼・河川の水質保全（森林湖沼環境税活用事業）

① 拡 霞ケ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業 ３１４

（高度処理型浄化槽の設置等に対する助成） （３００）

・市町村設置型浄化槽整備促進：ＮＰ型９０基

・高度処理型浄化槽設置補助（個人）：Ｎ型５００基、ＮＰ型２１０基

・単 独 処 理 浄 化 槽 撤 去 補 助：４５０基

② 湖沼水質浄化下水道接続支援事業 ２８

（市町村が行う下水道への接続促進経費に対する助成） （４８）

・補助対象：霞ヶ浦、涸沼、牛久沼流域で、供用開始後３年以内の接続

・補 助 額：上限２万円／戸（市町村が補助した場合、その一部を補助）

・補助戸数：１，４７０戸（Ｈ２４までに４，８３０戸、接続率９１％）（予定）

③ 農業集落排水施設接続支援事業 ７

（市町村が行う農業集落排水施設への接続促進経費に対する助成） （１０）

・補助対象：霞ヶ浦、涸沼、牛久沼流域で、供用開始後３年以内の接続

・補 助 額：上限２万円／戸（市町村が補助した場合、その一部を補助）

・補助戸数：３５０戸（Ｈ２４までに１，３１５戸、接続率８５％）（予定）

④ 新 畜産排水処理対策モデル事業 ２

（霞ケ浦流域における畜産排水に係る新たな処理方式の調査検討）

・畜産施設からの排水について、負荷削減対策として、従来の農地還元に替わりし尿

処理施設で処理する方法の実現化検討

・Ｈ22調査：法規制や畜産排水の処理方法・処理料金等の調整、畜産排水の水質調査

＊県内の豚飼養頭数の約７０％が霞ケ浦流域に集中
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⑤ 新 畜産バイオマス燃料化推進モデル事業 １

（畜産バイオマスの燃料化利用施設への影響調査の実施）

・調査目的：家畜排せつ物の農外利用の積極的推進及び霞ヶ浦の水質浄化

・調査内容：畜産バイオマスとしての家畜排せつ物の処理方法

・調査方法：燃焼試験（発熱量、燃焼効率）、成分分析(水分、塩素含量、重金属等）

⑥ 霞ケ浦環境体験学習推進事業 ５３

（小中学生を対象とした霞ケ浦湖上体験スクール等の実施） （６１）

・湖上体験スクールの実施：県内の小中学生８，０００人（２５０回）

霞ヶ浦での湖上体験学習及び周辺の水環境施設の見学

・小中学生向け副読本の作成

拡 霞ケ浦流域における生活排水処理率向上対策事業 ５０

（霞ケ浦流域における生活排水未処理世帯等の実態把握） （２７）

・生活排水未処理世帯及び処理形態不明世帯への戸別訪問、処理状況の実態把握

・Ｈ22対象：１５市町村、約６９，０００世帯

・調査員として２０名を雇用

（５）安心・安全な県民生活の確保

・ 震災対策の強化

① 拡 耐震補強事業 １，１５９

（耐震改修促進法等に基づく県立学校施設の耐震補強工事） （６０１）

・対象施設：Ｉｓ値０．６未満の建物（Ｉｓ値０．３未満の建物を優先）

・整備目標：平成２７年度を目標に１００％の耐震化を実施

・Ｈ22工事：高等学校１７棟

② 新 医療施設耐震化施設整備事業 ５５２

（医療施設の耐震化に対する助成）

・対象経費：災害拠点病院、二次救急医療機関等の耐震化のための改築・耐震補強等

・整備内容：災害拠点病院１ヶ所、二次救急医療機関４ヶ所

・補 助 額：定額

新 交通事故防止総合対策推進事業 ７

（自転車通学の小学生への交通安全対策、高齢者への訪問指導、交通マナーアップの推進）

・小学生向け事故防止対策：学校安全教室等における自転車用ＬＥＤライトの配布

・高齢者向け事故防止対策：反射材の配布・訪問活動、街頭指導活動の実施

・交通マナーアップの推進：マナーアップ推進事業所の選定、キャンペーンの実施等

拡 警察施設再編整備事業 ２９９

（夜間体制及び初動捜査体制を強化するための駐在所の再編整備） （３３１）

・駐在所の大型化：新築６ヶ所、改修６ヶ所、設計７ヶ所
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拡 防犯パトロール事業 １５３

（住宅街・金融機関周辺等におけるパトロール強化）

・内 容：ひったくり、コンビニ強盗、振り込め詐欺等の犯罪防止のための

警備会社等へのパトロールの委託

・対象地域：住宅街、コンビニエンスストア、金融機関周辺等（県内全域）

拡 消費生活行政強化対策事業 ２６６

（安心・安全な消費生活の確保のための相談体制の整備及び消費者教育の充実等）（８１）

①ワンストップ相談体制整備：弁護士や一級建築士等の専門家による相談、現地調査等

②市 町 村 相 談 体 制 支 援：市町村消費生活センター設置に係る助成、相談員の養成等

③不 当 取 引 対 策 強 化：特定商取引法等に基づく事業者指導専門員の増員

④消 費 者 教 育 充 実 強 化：中高生や高齢者等を対象とした消費者教育講師の派遣等

⑤センター周知・機能強化：被害防止啓発のための街頭キャンペーンや広報紙の配布等

拡 自殺対策緊急強化事業 ８８

（地域における自殺対策強化のための研究モデル事業の実施等）

・モデル地域での住民アンケートを基に、相談機関につなげる手法をマニュアル化

・介護うつ相談事業等の自殺防止活動に取り組む民間団体への支援を公募により実施

・いばらきこころのホットラインの運営、茨城いのちの電話相談への支援

・行政相談機関と経営者団体、労働関係団体等の相談窓口の連携によるいばらきこころと

いのちのネットワークの運営 ほか

新 水道加入促進事業 ７０

（新規水道加入世帯に対し、経済的な支援を実施する市町村への助成） （収入見込み）

・対象市町村：県水道用水供給事業の供給先市町村（３７市町村）

・助 成 内 容：新規水道加入により増加する市町村使用料金の１／２減免

・実 施 期 間：平成２２～２４年度

＊本県の水道普及率（平成１９年度末）：９１．７％（全国第４４位）
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２ 人が輝くいばらきづくり

（１）児童生徒の学力アップ

新 少人数教育充実プラン推進事業 ２，９６１

（本県独自の少人数学級を小学３・４年生及び中学１年生に拡大）

①楽しく学ぶ学級づくり事業

・小学１～４年生の３６人以上の学級を対象とした学級編制の弾力化等

・３６人以上学級３学級以上→教員１名を増員し、１学級増（６５校、１１８人）

・ 〃 １・２学級→非常勤講師を各学級に配置（１６７校、３５２人）

②中学校生活スタート支援事業

・「中１ギャップ」解消のため、中学１年生についても学級編制の弾力化等を実施

・３６人以上学級３学級以上→教員１名を増員し、１学級増（７１校、７１人）

非常勤講師１名を増員（７１校、７１人）

・ 〃 １・２学級→非常勤講師を各学級に配置（３１校、５２人）

③学校活性化支援事業

・小規模校が抱える課題への対応や教育活動の活性化を図るため、非常勤講師を増員

（８８人）

・市町村において２名以上雇用→県が１名分を全額補助

拡 いばらき学力向上サポートプラン事業 ３２

（全小学校での夏休み学びの広場開設や高校への学習支援員の配置拡充等） （３１）

①学びの広場サポートプラン

・夏季休業中の５日間、小学４年生を対象に算数に係る基礎学力（四則計算等）を指導

・個別指導の充実を図るため、小４全クラスに大学生等をサポーターとして派遣

②高校生基礎学力向上サポートプラン（雇用創出等基金事業（一部））

・基礎学力向上に重点的に取り組む県立高校で個に応じた指導等を実施（２３校に拡充）

・きめ細かな指導のため非常勤講師や学習支援員（大学生等、１校２名に拡充）を派遣

拡 学力向上推進プロジェクト事業 ４

（教員の指導力向上を図るための学校訪問指導等の実施） （４）

・国語、算数・数学における学校の課題に応じた訪問指導の実施（３６校→１２５校）

・数学免許保有者のいない小学校の教員を対象とした研修会の実施（新規）

・全国学力・学習状況調査を活用した学力分析、学校改善支援プランの活用 ほか

新 いばらき版サイエンスハイスクール事業（再掲） １０

（緑岡高・竜ヶ崎一高への医学・難関理工系進学コースの設置等）

新 私立学校特色ある教育推進事業（一部再掲） １９０

（私立学校が取り組む医学系進学コースや国際交流の推進等に対する支援）

○国際化、情報化、科学技術振興等推進

・対 象：高校、中等教育学校、中学校、小学校を設置する学校法人（３５校）

・事業内容：講師・実習助手・外部指導者の雇用等を支援
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拡 新しい学校づくり支援事業 １６

（小・中学校統合後の教育環境の充実を図るための教職員加配や通学バスへの助成）（８）

①学校統合後の円滑な学校運営や教育指導体制の充実のための教職員加配

・統合後１年間、教員・非常勤講師各１名を加配

②学校統合による遠距離通学対策事業への支援（補助限度額：５，０００千円）

・スクールバス購入費：市町村実負担分の１／２補助

・スクールバス運行経費等：市町村実負担分の２／３又は１／２補助（統合後３年間）

※小・中学校の適正規模の基準：小学校１２学級以上、中学校９学級以上

拡 県立高等学校再編整備事業 １６

（県立高等学校再編整備実施計画に基づく施設・設備の整備） （１２）

①日立一高：併設型中高一貫教育校（平成２４年度開校）

・整備内容：技術室の増築、既存校舎の改修

・Ｈ22事業：実施設計

②波崎高：工業化学・情報科への学科改編（平成２０年度実施）

・Ｈ22事業：実習用備品整備

拡 特別支援学校施設整備事業 ８２

（県立特別支援学校整備計画に基づく施設の整備等） （３９）

①県西地区養護学校の新設（平成２４年度開校）

・設 置 場 所：境西高跡地

・学 校 規 模：約２５０人

・全体事業費：約７００百万円

・Ｈ 2 2 事業：実施設計

②内原養護学校へのエレベータ整備（重複障害児への対応） ほか

・ 私立高等学校等経常費補助事業 １３，５４２

（私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に対する経常費助成） （１３，６２９）

・目 的：私立学校の教育条件の維持向上、経営の安定化、父母の経済的負担の軽減

・対 象：幼稚園２０３園、小学校４校、中学校１０校、高校２３校、通信制高校２校、

中等教育学校２校（前期課程は中学校、後期課程は高校として補助）

・生徒等一人当たり補助単価（対前年度）

幼稚園183,616円（＋ 800円、0.4％増） 高 校329,327円（＋1,734円、0.5％増）

小学校297,216円（＋5,200円、1.8％増） 狭域通信制高校

中学校298,872円（＋5,200円、1.8％増） 64,585円（＋1,900円、3.0％増）

新 私立高等学校等就学支援事業 ４，５３２

（私立高等学校等の生徒に係る教育費負担軽減のための助成）

・県立高校授業料相当の118,800円／年を助成（学校設置者が代理受領）

・低所得世帯の生徒については、所得に応じて１．５倍（178,200円／年）又は

２倍（237,600円／年）の額を助成
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・ 私立高等学校等授業料減免事業 ５４

（市町村民税所得割非課税世帯までの生徒の授業料の全額減免分に助成拡充等） （９７）

①高校生（生活困窮・県単）に係る補助単価上限（学校１割負担を含む）の見直し

・市町村民税所得割非課税世帯相当（年収３５０万円未満程度）

１８０千円／年

→県内私立高校授業料平均２９７千円／年（高等学校等就学支援金との合計額）

・県立高校授業料減免世帯相当（年収３５０万円以上４２５万円未満）

１８０千円／年（高等学校等就学支援金との合計額（現行同額））

②対象人数の拡充：６７１人（Ｈ21見込）→７２９人

拡 高校生奨学資金貸付事業 ４０８

（経済的理由により就学が困難な高校生への奨学金貸与の拡充） （３５４）

・貸与単価：公立（自宅）１８千円／月、私立（自宅）３０千円／月

・対象人数：①高校生奨学資金 ２１６人（Ｈ21見込）→２３２人に拡充

②育英奨学資金 ５８６人（Ｈ21見込）→７１６人に拡充

＊高校生奨学資金（一般会計）と育英奨学資金（特別会計）に係る貸与事務の効率化を図

るため、育英奨学資金特別会計を廃止し、高等学校等奨学基金を設置

拡 高等学校進路指導支援事業 ７７

（高校生の就職支援を目的とした臨時職員の配置） （５０）

・配 置 校：３０校→４０校へ拡充，就職希望者が多く内定率の向上を目指す高校に配置

・業務内容：進路講演会・研修会等の企画・運営、進路関係データの収集・処理

新 全国産業教育フェア茨城大会開催事業 ２４

（平成２２年１０月開催の全国大会運営費）

・会 期：平成２２年１０月１６日（土）・１７日（日）の２日間

・会 場：つくば国際会議場、つくばカピオ ほか

・来場見込：８０，０００人

・大会内容：全国高校ロボット競技会、高校生ものづくりコンテスト、全国高校生クッキ

ングコンテスト、ファッションショー、中学生ものづくり競技会 ほか

・ スクールカウンセラー配置関連事業 ２１４

（小学校・中学校・高等学校等へのスクールカウンセラー等の配置） （２２３）

・スクールカウンセラーの配置：小学校６２校（拡充）、中学校全２３３校、

高校２８校、私立学校（小中高）：２９校

・スクールカウンセラーの期間派遣：高校５１校

・スクールカウンセラーの臨時派遣：小・中学校４０回（拡充）、県立学校７２回

拡 家庭の教育力向上プロジェクト事業 ５

（家庭教育に対する意識啓発のための家庭教育ブックの作成・活用等） （５）

・家庭教育ブックの作成→小学校就学前児童の保護者に配布、研修会の実施

・家庭教育ブックひよこ版の作成（新規）→３歳児の保護者に配布、研修会の実施

・家庭教育推進員養成研修→子育て支援活動のリーダー等の養成 ほか
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（２）個性や能力を活かせる社会づくり

新 仕事と生活の調和推進事業 ７

（仕事と生活の調和を図るための各種事業の実施）

・仕事と生活の調和推進アドバイザーの配置：４人

業務内容：推進計画策定支援、各種助成制度の利用促進、法制度の普及啓発など

・仕事と生活の調和に関する取組事例集の作成

・仕事と生活の調和支援奨励金：育児・介護休業法の義務付けを超える短時間勤務制度等

を導入し従業員が利用した中小企業に対して支給

１人目４０万円(３０万円) ２人目２０万円（１０万円）（ ）：賃金減額の場合

拡 広域文化芸術振興事業 ２０

（若手演奏家の育成・出演機会の確保、音楽家人材バンク、県芸術祭の運営） （１７）

・新人演奏会出演者のデータ整理、人材バンク作成

・公共スペース等での演奏会の開催（４ヶ所）

・児童生徒への楽器演奏体験指導を行う音楽出前講座の開催（４ヶ所）

・県芸術祭（１０月～１２月）の運営 ほか

新 ご近所の底力総合対策事業 ２

（ご近所の底力バンクの構築による地域活動団体間のネットワークの強化）

・地域貢献が可能な地域活動団体（お助け団体）情報の収集、お助け団体リストの公表

・課題を抱える地域活動団体からの支援申し込み受け付け、支援団体の紹介

・お助け団体による支援活動への助成（限度額１００千円）、地域活動事例集の作成

・ 世界に羽ばたく高校生選手強化事業 ５

（インターハイ等での入賞者数増に向けた高校生の競技力向上） （６）

・筑波大学と連携し、強化育成プログラムの策定、選手育成状況の分析

・トレーニング学、スポーツ心理学、スポーツ医学等に関する講義・実技指導

・対象：高校生４０人（全国大会入賞見込者）

拡 多文化共生社会推進事業 ５

（多文化共生社会の実現に向けたモデル的取組の実施） （５）

・在住外国人防災協力者育成のための研修会の実施（新規）

・ブラジル人学校や不就学の外国籍児童生徒を対象とした健康診断（新規）

・多文化共生推進会議、外国人就労研究会の開催

新 外国人就労・就学サポート事業 ２８

（県内在住の外国人及びその子どもを対象とした就労・就学支援の実施）

・外国人就労・就学サポートセンターの設置（民間団体へ委託、常総市内を予定）

・就労支援：就労相談、日本語教室、職場体験、求人開拓等

・就学支援：就学相談、親子日本語教室、小学校等へのボランティア派遣等
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３ 活力あるいばらきづくり

（１）産業の活性化

拡 中小企業融資資金貸付金 ６９，２２４

（中小企業向けの制度融資のための資金の貸付） （５０，７９３）

・新規融資枠：１，０５８ → １，３５３億円

うち緊急経済対策融資： ３７０→８００億円

※Ｈ２１年度国二次補正により緊急保証の１年間延長

拡 商店街活性化支援事業 ２２

（創意工夫をこらした商店街活性化事業への助成） （２７）

○商店街活性化コンペ事業

・補助対象：商工会及び商工会議所、商店街団体、任意グループ等

・定額補助：最優秀プラン（１事業）１，５００千円限度

優秀プラン （７事業）１，０００千円限度

・そ の 他：１次選考後、専門家による審査会で発表、選考

○元気な商店街創出事業

・補助対象：市町村（商店街団体等への間接補助）

・補 助 率：（県４０％）、市町村４０％、商店街団体等２０％

・補助限度額：５，０００千円

・ 中性子ビームライン産業利用推進事業 ５８３

（県中性子ビームラインの機能高度化及び産業利用推進） （７３０）

・機能高度化：Ｊ－ＰＡＲＣのビーム強度増強等に対応した機器性能向上

（県ビームライン：材料構造解析装置１本、生命物質構造解析装置１本）

・利 用 推 進：中性子利用促進研究会の運営、県トライアルユース制度の実施

・そ の 他：総合支援窓口の運営、各種広報・啓発事業の実施 など

新 県立試験研究機関機能強化事業 １

（県立試験研究機関の機能強化のための機関評価委員会の設置）

・各試験研究機関毎に設置、外部委員等で構成

・Ｈ22事業内容：各試験研究機関が策定する中期運営計画（Ｈ23～27）の事前評価

拡 ものづくり産業活性化プロジェクト事業 ３７

（自動車関連等中小企業の販路拡大のためのコーディネーターの設置等） （２５）

・ビジネスコーディネーターの配置：９人（うち拡充分４人）

・所管エリア ：首都圏５人、隣接県２人、県内２人

・商談会の開催：広域商談会２回、提案型商談会１回（予定）

・ 投資的経費（再掲） １２８，８７６

・国の対前年度伸び率を上回る公共事業等の規模を確保

・地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業（平成２１年度最終補正（４５億円））と一体的に実施
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（２）雇用環境の整備、雇用機会の創出

拡 研修・雇用一体型事業

（正規雇用化につながる研修・雇用一体型の雇用創出事業の展開：８００人雇用創出（１３事業））

① 新 看護職員人材確保支援事業（再掲） ９４

（看護師や助産師等の復職支援（５０名程度））

② 拡 福祉・介護職員確保特別対策事業（再掲） １，００７

（福祉・介護施設における安定的な雇用機会の創出（継続分も含め５５０名））

③ 拡 ものづくり産業活性化人材確保事業 ４５

（製造業等の振興のためのＯＪＴ研修を含む雇用機会の創出） （３２）

・事業内容：ものづくり産業における人材養成に資するプログラムの策定

・雇用人数：３０名（Ｈ２１実績：２０名）

・そ の 他：推進コーディネーターを設置し、企業と離職者とのマッチング及び

人材養成プログラムの策定支援

④ 新 外国人観光客受入体制整備事業 ２８

（茨城空港ターミナルビルにおける県産品ＰＲやＯＪＴ研修等を含む雇用機会の創出）

・事業内容：外国人対応ができる人材育成のための茨城空港内店舗での実務研修等

・雇用人数：９名程度

⑤ 新 地域商工業支援事業 ３７

（地域商工業者の支援や商工会でのＯＪＴ研修等を含む雇用機会の創出）

・事業内容：地域商工業者の経営支援など商工会での実務研修等

・雇用人数：９名程度

⑥ 拡 農業担い手確保促進事業 １１４

（農業振興のためのＯＪＴ研修等を含む雇用機会の創出） （５６）

○農業の実務研修（技術講座）の開催

・委 託 先：日本農業実践学園、鯉淵学園農業栄養専門学校（予定）

・研修期間：１年間 ・研修者数：４０名程度／年（Ｈ２１実績：３１名）

○農業法人等における農業生産技術の開発等に対する支援（雇用人数：４０名程度）

○就農相談体制の強化（就農相談員の設置等）

⑦ 拡 特用林産物生産担い手育成事業 ６５

（しいたけ等の生産振興を図るための産地ＰＲやＯＪＴ研修等を含む雇用機会の創出）（５４）

・事業内容：特用林産関係法人等による産地ＰＲ、商品開発等に対する支援

・雇用人数：２５名程度（Ｈ２１実績：１７名）

・そ の 他：就労相談員による相談会や研修会を開催

新 新規高校卒業者緊急就職支援事業 １３２

（新規高卒未内定者を卒業後、県の臨時職員として配置）

・介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光等に関係する県庁及び出先機関に配置

・補助業務に従事させるとともに、関係分野やキャリア形成に関する研修を実施

・雇用人数：６０名
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・ 市町村等緊急雇用創出事業 ３，１９８

（市町村が実施する雇用・就業機会創出のための取組に対する助成等） （１，１６３）

○市町村補助額

・緊急雇用創出事業 ：１，１２４百万円（Ｈ２１：８０１百万円）

・ふるさと雇用再生特例事業：８１０百万円（Ｈ２１：７６６百万円）

・重点分野雇用創造事業：１，２０４百万円（Ｈ２２新規）

○正規雇用した事業者に対する一時金の支給

・支給額：３００千円／人（国基準額） ・Ｈ２２対象：２００人分（想定）

拡 緊急雇用対策訓練費 ３０２

（離転職者等の早期再就職を図るための求人ニーズに応じた職業訓練の実施） （２２２）

・離転職者訓練の拡充 Ｈ２１：４３コース → Ｈ２２：６４コース

８８０名定員 → １，２７０名定員

・訓練内容 介護サービス、ＩＴ実務、パソコンＣＡＤ等

・ いばらき就職支援センター求人開拓等委託事業 ３５

（再就職の支援強化のための求人開拓等） （３７）

○就職支援体制

・求人開拓員 ：１２人（水戸３人、県北１人、日立、鹿行、県南、県西各２人）

・就職相談員 ： ９人（水戸４人、県北、日立、鹿行、県南、県西各１人）

・カウンセラー：１９人（水戸９人、県北、日立、鹿行、県南、県西各２人）

新 若年者等総合支援事業 １８

（若年者向けの就職基礎能力養成セミナー及び求職者の再就職支援面接会等の開催）

・元気いばらき就職面接会：５回×２００人（全業種対象）

・業種別面接会：５回×３０人

・離職者向け就職支援セミナー：１０回×１００人

・若年者向け就職基礎能力養成セミナー（６日間）：４回×３０人

※面接会、セミナー参加者へは就職支援センターの相談員が継続的に就職支援を実施

（３）農林水産業の振興

新 いばらき実践農場整備モデル事業 ５

（新規参入者や新分野に進出する農業後継者等を支援するための実践農場の整備等）

・事業主体：ＪＡ、農業法人等 ・実 施 数：５ケ所（予定）

・助成内容：施設・機械リース料、農地借地料、技術アドバイス料など

・補 助 率：（県１／２）、事業主体１／４、就農者１／４ （県補助：上限１００万円）
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・ エコ農業茨城推進総合対策事業 ４９０

（農村の環境保全活動と環境にやさしい営農活動等の推進） （３４４）

○地域の活動組織が計画的に取り組む農地・農業用水等の保全活動に対する支援

・支援単価：田４，４００円／１０ａ 畑２，８００円／１０ａ

・補 助 率：国１／２（県１／４）市町村１／４

○化学肥料と化学合成農薬の５割削減など先進的な営農活動への支援

・支援単価：水稲３，０００円／１０ａなど 国制度の１／２程度

・補 助 率：（県１／２）市町村１／２

○霞ヶ浦等の水質浄化のための「農業排水循環かんがいシステム」の構築等（環境税）

・実施箇所：継続１４カ所、新規１７カ所 ・補助率：１０／１０

○家畜排せつ物汚水の浄化処理リサイクル施設整備に対する助成等（環境税）

・補 助 率 国補：（国１／２、県１／６）事業主体１／３

県単：（県１／２）事業主体１／２

新 いばらき県産品ＰＲ事業 ４２

（県産品のＰＲのための都内における販売店の設置とインターネット販売の実施等）

○販 売 店：アークヒルズ「ヒルズマルシェ」内 ※「いばらき市」と連携

開催日時：毎週土曜日 １０：００～１４：００

：駅・羽田空港内等交通の要衝において県産品の販売促進・ＰＲ活動を実施

○ネット販売：ヒルズマルシェ出展情報や県産品活用料理提供の都内飲食店情報の提供

県産品調理レシピなどの情報提供やネット販売の推進

新 いばらきの農林水産物イメージアップ事業 １０

（本県農産物のイメージアップのための各種事業の実施）

○直売所フェア

・実施内容：県内直売所（１００ケ所）のネットワークによるスタンプラリー等

・実施時期：年３回（春、夏、秋）※スタンプ獲得個数により農産物等をプレゼント

○いばらき農林水産物まつり

・実施時期：平成２２年１０月１６日（土）１７日（日）（予定）

・場 所：東京都中央卸売市場食肉市場、品川インターシティ

・実施内容：テント３４張（予定） ・参加者：２５，０００人超（予想）

○イベント出展支援

・事業内容：都内開催の各種イベントで農林水産物ＰＲを行う団体への助成

・補 助 率：県１／２（上限２５，０００円）

○いばらき農林水産物ダイレクトＰＲ

・実施内容：宅配便等へ県ＨＰ特設サイトでのプレゼント実施ＰＲペーパーを同封

県ＨＰ特設サイトはネット販売のポータルサイトも兼用

・プレゼント企画：３回／年（予定）※開始時にタレントによる農産物ＰＲ動画配信

拡 県産材流通・加工体制整備事業（再掲） １，０４９

（緑の循環システムを構築するためのラミナ製材工場整備への助成） （６３６）
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新 木材利用促進施設整備事業 ３９７

（県産材を活用したプレカット加工施設及びオガ粉製造施設整備への助成）

○プレカット加工施設

・事業主体：八溝加工施設協同組合（仮称）

・事 業 費：５９２百万円 ・設置場所：宮の郷工業団地（常陸大宮市）

・補 助 率：（国１／２）、事業主体１／２

○オガ粉製造施設

・整 備 数：２ケ所

・事業主体：常陸ウッドリサイクル協同組合(仮称)、美和木材協同組合

・事 業 費：１０３百万円(常陸分) １２０百万円(美和分)

・設置場所：常陸太田市新宿町(常陸分) 常陸大宮市鷲子（美和分）

・補 助 率：（国１／２又は１／３）、事業主体１／２又は２／３

・ 水産試験場本館整備事業 １９６

（水産試験場本館の建替工事の実施） （２２）

・整備場所：ひたちなか市平磯町（現在地）

・構 造：ＲＣ２階 ・延べ床面積：約１，３２５㎡

・総事業費：約５億円（財源：特別電源所在県科学技術振興事業補助金を活用）

・開所時期：平成２３年度（予定） ・その他：ＩＳ値０．１８のため使用休止中

（４）人・もの・情報の交流空間づくり

・ 陸・海・空の交通ネットワークづくり関連事業

① 茨城空港関連事業

ア 空港就航対策利用促進事業 ３３３

（茨城空港の就航促進及び利用促進活動等） （７２６）

・就航促進の取組：国内外向けエアポートセールス、プロモーションの実施、

ハンドリング業務人材確保 など

・利用促進の取組：各種キャンペーンの実施、修学旅行等の誘致、モニターツアー

の実施、ターミナルビルへの誘客促進 など

イ 新 茨城空港バス運行実証事業 １０２

（雇用事業を活用した茨城空港と東京都心及び県内観光地等を結ぶバスの実証運行委託）

・東京都心へのシャトルバスの運行（１日２往復、就航状況を踏まえ順次増便）

→料金想定：往復２，０００円（航空機利用者は往復１，０００円）

・県内の観光地、ショッピングセンター等を周遊するツアーバスの運行

→料金：１団体あたり１日目無料運行

ウ その他の事業 ３１７

（空港関連施設の運営等） （２，６１３）

・ターミナルビルへのイベント誘致、派出所・ＰＲコーナー等の借上げ

・空港駐車場、空港公園、給油施設等の維持管理

・空港直轄事業負担金（公共、３０百万円）
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② 茨城港常陸那珂港区臨海土地造成事業 １，７６４

（常陸那珂港区における港湾関連用地の整備） （１，５１５）

・中央ふ頭地区（埋立護岸工） ・西部地区（土地造成工）

・廃棄物処理地区（覆土埋立工、締切矢板工）

③ 圏央道整備事業負担金（公共） ５，９４８

（圏央道整備に係る直轄事業負担金） （６，１６７）

・計画延長：約７１ｋｍ（全体計画 横浜市～木更津市 約３００ｋｍ）

・事業費：約４，０００億円

④ 筑西幹線道路整備事業（公共） １，１００

（北関東自動車道桜川筑西ＩＣと国道４号を結ぶ筑西幹線道路等の整備） （１，１６２）

・全体計画：約４３ｋｍ（北関東自動車道（桜川筑西ＩＣ）～国道４号）

・Ｈ２２事業：筑西三和線（（仮）鬼怒川新橋）等

・そ の 他：筑西市及び古河市が合併特例債を活用し市道を整備中

新 水郡線活性化支援事業 １

（水郡線の利用促進及び沿線活性化のための水郡線の愛称公募等）

・水郡線の愛称を一般公募、ＪＲ時刻表への愛称の記載等を予定

・愛称決定に合わせイベント列車を運行、車内イベント・歓迎イベント・沿線ツアー等を

実施

拡 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理事業 ４８１

（ＩＢＢＮの利活用を促進するための回線容量の１０Ｇbpsへの拡張） （４８９）

・幹 線 回 線 容 量：２．４Ｇbps→１０Ｇbps

・接続可能回線容量：０．１Ｇbps→ １Ｇbps

・拡張時期：平成２３年３月

拡 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業（公共） ５，２５６

（（仮称）朝日トンネル等合併支援対象道路の整備事業の受託） (２，９５０）

･主な箇所 ・（仮称）朝日トンネル （土浦市、石岡市：（仮称）八郷・新治線）

・筑西幹線道路関連 （古河市：（仮称）柳橋恩名線）

新 外国人観光客誘客促進事業 ２３

（茨城空港の利用促進のための韓国に対する観光ＰＲの実施）

・国際観光アドバイザーの設置：２人（韓国旅行社や日本のインバウンド業務経験者等）

・情報発信拠点の設置：ソウル市内（韓国の旅行会社又は航空会社等に業務委託）

・現地観光説明会開催：韓国国内における観光説明会の開催 など

※インターネット広告や韓国メディア招聘などは別事業で実施予定



- 34 -

（５）いばらきのイメージアップ

拡 いばらきイメージアップ推進事業 １５

（本県のイメージアップを図るための戦略的な情報発信及び本県の魅力ＰＲ） （９）

○戦略的いばらきの魅力発信事業

・誘客・県産品販売促進のための首都圏メディア等に対するパブリシティ活動の充実等

○いばらきのイメージアップ推進事業

・ＣＭ動画コンテストの実施などインターネットを活用したいばらきのファンづくり、

ハッスル黄門等による全国各地のテレビ局訪問など県内外での本県の魅力ＰＲ等

拡 いばらきイメージアップ大賞顕彰事業 ３

（本県内でロケを実施した映像作品等を対象とする「いばらきロケ大賞」の創設） （１）

①いばらきロケ大賞（新規）

・本県のイメージアップに貢献した映像作品及びロケ支援活動を表彰

（いばらきフィルムコミッション：全国一のロケ支援実績）

②いばらきイメージアップ大賞

・県民に誇りを与え、元気ないばらきづくりに貢献する取組を表彰

新 いばらき県産品ＰＲ事業（再掲） ４２

（県産品のＰＲのための都内における販売店の設置とインターネット販売の実施等）

新 いばらきの農林水産物イメージアップ事業（再掲） １０

（本県農産物のイメージアップのための各種事業の実施）

（６）その他

・ 県北振興事業

① 新 過疎地域自立促進交付金 ３０

（過疎地域の市町が取り組む自立促進のための各種施策に対する支援）

・対象団体：過疎市町（４市町・９地域）

・対象事業：過疎債を財源に実施する事業（公共事業を除く）

・助成内容：市町実負担額の1/2（県施策連携事業は10/10）

・事業期間：平成２２年度～平成２４年度（３年間）

・事業費枠：１地域あたり６０百万円（３年間合計）

② 新 いばらき遊芸の里事業 ７

（県北地域における体験型教育旅行受入体制の整備等）

・新たな教育旅行受入団体の発足誘導のためのシンポジウムの開催

・農家民泊組織のリーダーの養成、農家民宿開業促進のための研修会の開催

・都市住民等に交流体験プログラムを提供するいばらきさとやま楽校等への支援

＊「遊芸」：論語の一節、弘道館の扁額「游於藝（芸に遊ぶ）」より。学問武芸に凝り

固まらず悠々楽しみながら勉強する意
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③ 新 水郡線活性化支援事業（再掲） １

（水郡線の利用促進及び沿線活性化のための水郡線の愛称公募等）

・ 観光圏等整備促進事業 ４

（「水戸ひたち観光圏」における周遊・宿泊等を促進するための事業の実施） （４）

・観光圏内の快適なドライブのためのマップ型パンフレット作成

・観光宣伝会議、モニターツアーの実施

・水戸ひたち観光圏整備推進協議会事業として実施（国４／１０、県６／１０）

・その他、圏内市町村及び（財）グリーンふるさと振興機構等との共同事業を実施

新 映画ロケ活用等による幕末観光推進事業 ２

（映画「桜田門外ノ変」のロケ地やゆかりの地を中心とした観光ＰＲの実施）

・幕末観光ホームページ作成：「桜田門外ノ変」「幕末」「水戸藩」を絡めた観光ＨＰ

・幕末観光メディアツアー 対象：旅行業者、メディア関係者等３０～４０人

実施時期：映画公開に先立ち実施（春から夏）

コース ：弘道館､好文亭など映画ロケ地､水戸城址､幕末と明治の博物館など水戸藩ゆかりの地

・ 阿見吉原開発事業（特別会計） １１，５３４

（阿見吉原地区の土地区画整理事業の実施） （３，１４３）

○事業内容：（東 地区）アウトレット周辺への企業立地を図るため、都市計画道路、

区画道路、宅地の整備を実施

(西南地区）早期の事業認可取得に向けた調査設計及び地元調整等を実施

○立地希望企業紹介制度→対象地域に阿見吉原土地区画整理事業区域を追加

・成約報酬：分譲代金の１％（上限額：法人３，０００万円、個人２００万円）

・対象面積：３，０００㎡以上 ※公募後１ヶ月以上経過した場合面積要件なし
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４ 財政再建に向けた取組

（１）保有土地関係

保有土地に係る将来負担約２，３００億円については、今後約２０年程度で中長期的に解消

していけるよう、財政負担の平準化を原則としつつ、効果の高いものから各年度の財政状況を

勘案して順次実施。

（単位：億円）

○ 住宅供給公社関連

・プロパー職員の処遇、特定優良賃貸住宅事業の整理、大町ビルの売却、金融機関等との協

議などの課題に対応し、公社の解散に向けて積極的に取り組んでいく。

・Ｈ２０年度分譲損失及び低価法による評価損失に係る対策 ８．６

（Ｈ２１最終補正）８．６

Ｈ２０分譲・評価損失５９．９億円（分譲損失５１１、評価損失５，４８０）につ

いて、Ｈ２１からＨ２７までの７年間で年８５６百万円の補助金による処理を実施

※５，９９１百万円÷７年間＝８５６百万円／年

・やさしさのまち「桜の郷」整備事業 （Ｈ２１最終補正） ２３

（Ｈ２１末で県と住宅公社との造成委託契約が終了する桜の郷整備事業に係る委託料の清算）

○ 土地開発公社関連

・桜の郷整備事業に係る現年分利子の償還 １

（公社の借入残高の増加を抑制するため、桜の郷整備事業に係る現年度利子額を償還）

・低価法導入に伴い見込まれる損失に関しては、Ｈ２１決算確定後、Ｈ２２年度中に必要な

県支援のあり方を検討。

・土地開発公社経営健全化債（当初借入２２６億円（Ｈ２７までの償還が必要））について、

売却が見込めない用地分を中心に計画的に償還

○ 開発公社関連

・開発公社の経営改革に係る支援 １１３

・支 援 期 間：平成２１～３０年度（１０年間、５年経過時に見直し）

・支 援 総 額：２１０億円（未造成団地購入：８５億円、経営支援補助金：１２５億円）

・Ｈ２２支援：経営支援補助金：１７億円、（単年度貸付金：９６億円）

・公共工業団地の過年度利子相当額の一部償還 １５

（茨城県開発公社に委託している茨城中央工業団地に係る過年度利子相当額の一部償還）

※Ｈ19・Ｈ20最終補正：各１５億円→当初予算に計上し、計画的に償還
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○ 都市計画事業土地区画整理事業特別会計（ＴＸ特別会計関係）関連

・ＴＸ特別会計の県債の繰上償還 （Ｈ２１最終補正）１００

ＴＸ鉄道会社への県貸付の償還金が、県債（貸付原資分）償還を超過する分

（Ｈ２６～３７、償還剰余金４３５億円）を活用。

Ｈ２１最終補正では、県債管理基金を１００億円活用（Ｈ２６～２９の償還剰余金

で返済）し、繰上償還を行う。

・大規模緑地及び河川調節池の取得 （Ｈ２１最終補正）１１５

（国交付金・補助金を活用し、公共利用となる大規模緑地及び河川調節池を一般会計で取得）

※ 補正後 大規模緑地 １４１（国交付金３７、県債１０４）

河川調節池 １１０（国補助金４８、県債 ６２）

・関連公共施設整備負担金 ７

（上下水道等の関連公共施設整備について、道路等公共施設と同様一般会計から繰出）

（２）その他

○ 鹿島都市開発㈱・鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計関連

・鹿島都市開発㈱からの貸付金償還計画の平準化

＊鹿島セントラルビル新館建設費に係る貸付金

・償還期間の延長 Ｈ14～Ｈ50（現行 Ｈ14～Ｈ48）

・年間償還額（民間都市開発推進機構との合計額）

Ｈ22～29：４４０百万円（現行 ４７５～７４６百万円）

Ｈ30～50：３８０百万円（現行 ３７８百万円（Ｈ48まで））

・Ｈ22償還額 ４４０百万円（現行 ６３０百万円）

うち県分 ２４６百万円（現行 ４３６百万円）

○ 環境保全事業団関連

・エコフロンティアかさま運営資金に対する県単年度貸付金の増額 ５５

・県単年度貸付金額 Ｈ21：３４億円→Ｈ22：５５億円

・平成２２年度中に、民間金融機関からの長期資金の借入について調整
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８ 一般会計性質別内訳

（単位：百万円、％）

区 分 ２ １ 当 初 ２１当初 ２ ２ 当 初 ２２当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 (Ｂ－Ａ)

人 件 費 ３４２,１７３ ３１.８ ３３９,３０８ ３１.６ △２,８６５ △０.８

義

務 公 債 費 １２９,０１８ １２.０ １３３,１６６ １２.４ ４,１４８ ３.２

的

経 扶 助 費 １９,０２３ １.８ ２０,２３６ １.９ １,２１３ ６.４

費

計 ４９０,２１４ ４５.６ ４９２,７１０ ４５.９ ２,４９６ ０.５

公 共 事 業 １３１,１２７ １２.２ １０４,３３１ ９.７ △２６,７９６ △２０.４

うち国補 １０６,２３０ ９.９ ８０,８６２ ７.５ △２５,３６８ △２３.９

投

うち県単 ２４,８９７ ２.３ ２３,４６９ ２.２ △１,４２８ △５.７

資

そ の 他 １７,５８２ １.６ ２４,５４５ ２.３ ６,９６３ ３９.６

的

うち国補 ７,０３２ ０.７ ８,１５６ ０.８ １,１２４ １６.０

経

うち県単 １０,５５０ ０.９ １６,３８９ １.５ ５,８３９ ５５.３

費

計 １４８,７０９ １３.８ １２８,８７６ １２.０ △１９,８３３ △１３.３

うち国補 １１３,２６２ １０.５ ８９,０１８ ８.３ △２４,２４４ △２１.４

うち県単 ３５,４４７ ３.３ ３９,８５８ ３.７ ４,４１１ １２.４

一 般 行 政 費 ３４４,１０７ ３１.９ ３７２,６４０ ３４.６ ２８,５３３ ８.３

税 交 付 金 等 ９３,５６４ ８.７ ８１，０８９ ７.５ △１２,４７５ △１３.３

合 計 １,０７６,５９４ １００.０ １,０７５,３１５ １００.０ △１,２７９ △０.１

（注）公共事業は下水道事業（特別会計）及び区画整理事業（特別会計）除きである。
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９ 一般会計款別内訳（歳入）

（単位：百万円、％）

款 名 ２ １ 当 初 ２１当初 ２ ２ 当 初 ２２当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 （Ｂ－Ａ）

県 税 ３５１,８１３ ３２.７ ２９５,７６３ ２７.５ △５６,０５０ △１５.９

地方消費税清算金 ５６,８２９ ５.３ ５０,０６２ ４.７ △６,７６７ △１１.９

地 方 譲 与 税 ２２,６２０ ２.１ ３３,７４８ ３.１ １１,１２８ ４９.２

地方特例交付金 ３,７００ ０.４ ４,０６３ ０.４ ３６３ ９.８

地 方 交 付 税 １６３,０００ １５.１ １７３,０００ １６.１ １０,０００ ６.１

交通安全対策特別交付金 １,１１３ ０.１ １,１７６ ０.１ ６３ ５.７

分担金及び負担金 １８,６２５ １.７ １０,４０８ １.０ △８,２１７ △４４.１

使用料及び手数料 １８,４６６ １.７ １２,０３６ １.１ △６,４３０ △３４.８

国 庫 支 出 金 １０４,５８２ ９.７ １１１,６５１ １０.４ ７,０６９ ６.８

財 産 収 入 ３,６２０ ０.３ １,７３３ ０.２ △１,８８７ △５２.１

寄 附 金 ３０ ０.０ １８ ０.０ △１２ △４０.０

繰 入 金 ３２,８４８ ３.１ ４１,９８０ ３.９ ９,１３２ ２７.８

繰 越 金 ５００ ０.１ ５００ ０.０ － －

諸 収 入 １５１,１６６ １４.０ １６１,６９７ １５.０ １０,５３１ ７.０

県 債 １４７,６８２ １３.７ １７７,４８０ １６.５ ２９,７９８ ２０.２

合 計 １,０７６,５９４ １００.０ １,０７５,３１５ １００.０ △１,２７９ △ ０.１
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１０ 一般会計款別内訳（歳出）

（単位：百万円、％）

款 名 ２ １ 当 初 ２１当初 ２ ２ 当 初 ２２当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 （Ｂ－Ａ）

議 会 費 １,７２５ ０.２ １,７１０ ０.２ △１５ △０.９

総 務 費 ４６,９６２ ４.４ ４４,５３１ ４.１ △２,４３１ △５.２

企 画 開 発 費 ３７,５７２ ３.５ ２９,４４７ ２.７ △８,１２５ △２１.６

生 活 環 境 費 １０,５３２ １.０ １３,２８９ １.２ ２,７５７ ２６.２

保 健 福 祉 費 １３９,７９７ １３.０ １６０,３４３ １４.９ ２０,５４６ １４.７

労 働 費 ５,６７３ ０.５ ７,４８１ ０.７ １,８０８ ３１.９

農林水産業費 ６５,７１５ ６.１ ５５,３４４ ５.１ △１０,３７１ △１５.８

商 工 費 ６８,６８４ ６.４ ８６,６７６ ８.１ １７,９９２ ２６.２

土 木 費 １５２,００８ １４.１ １３１,９４６ １２.３ △２０,０６２ △１３.２

警 察 費 ６０,５６５ ５.６ ６１,３１９ ５.７ ７５４ １.２

教 育 費 ２７３,２９４ ２５.４ ２７６,００３ ２５.７ ２,７０９ １.０

災 害 復 旧 費 １,４４７ ０.１ １,１７８ ０.１ △２６９ △１８.６

公 債 費 １２９,０１８ １２.０ １３３,１６５ １２.４ ４,１４７ ３.２

諸 支 出 金 ８３,４５２ ７.７ ７２,７３３ ６.８ △１０,７１９ △１２.８

予 備 費 １５０ ０.０ １５０ ０.０ － －

合 計 １,０７６,５９４ １００.０ １,０７５,３１５ １００.０ △１,２７９ △０.１



＜歳出（性質別内訳）＞

12.0%

45.9%

2.2%

7.5%

1.5%

0.8%

31.6%

12.4%

1.9%

34.6%

7.5%

2.3%

9.7%

義務的経費

税交付金等

人 件 費

公 債 費

投資的経費

扶 助 費

公共事業

その他

国補

県単

国補

一般行政費

３，３９３億円

１，３３２億円

２４６億円

２０２億円

県単

３，７２６億円

８１１億円

１，０４３億円

-４１-



＜歳入＞

県税

県債

地方交付税

諸収入

使用料・手数料 その他分担金及び負担金

地方譲与税

繰入金

地方消費税清算金

国庫支出金

419億8,000万円
(3.9％)

500億6,200万円
(4.7％)

1,116億5,100万円
(10.4％)

1,774億8,000万円
（16.5％）

1,616億9,700万円
（15.0％）

歳入総額

1兆753億1,500万円
(100%)

120億3,600万円
(1.1％)

337億4,800万円
(3.1％)

74億9,000万円
(0.7％)

・地方特例交付金
・財産収入
・交通安全対策特別交付金
・寄附金 ・繰越金

104億800万円
(1.0％)

2,957億6,300万円
(27.5%)

1,730億円
（16.1％）

＜歳出＞

土木費

その他

農林水産業費

総務費

企画開発費

教育費

保健福祉費

公債費

商工費

諸支出金

警察費

2,760億300万円
(25.7%)

1,603億4300万円
(14.9%)

1,331億6,500万円
(12.4%)

1,319億4,600万円
(12.3%)

866億7,600万円
(8.1%)

727億3,300万円
(6.8%)

613億1,900万円
(5.7%)

445億3,100万円
(4.1%)

294億4,700万円
(2.7%)

553億4,400万円
(5.1%)

238億800万円
(2.2%)

・生活環境費
・労働費
・議会費
・災害復旧費 ・予備費

歳出総額

1兆753億1,500万円
(100%)

-４２-
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１１ 特別会計

（単位：百万円，％）

会 計 名 ２１当初 ２２当初 増 減 増 減 率
(Ａ) (Ｂ) (Ｂ－Ａ)

物 品 調 達 ５６ ５４ △２ △ ３.６

競 輪 事 業 ２１,４８３ １８,１７４ △３,３０９ △１５.４

公 債 管 理 １３９,８９８ １２１,０３７ △１８,８６１ △１３.５

市 町 村 振 興 資 金 ２,３７９ ２,２１０ △１６９ △７.１

鹿島臨海工業地帯造成事業 ２,８５０ ５,９２８ ３,０７８ １０８.０

母 子 ・ 寡 婦 福 祉 資 金 ５６５ ４５２ △１１３ △２０.０

県立医療大学付属病院 ２,３３０ ２,３３３ ３ ０.１

中 小 企 業 事 業 資 金 ２,８３４ ２,６６９ △１６５ △５.８

農 業 改 良 資 金 ３３５ ４０３ ６８ ２０.３

林業・木材産業改善資金 １３４ １５６ ２２ １６.４

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 １０２ １３２ ３０ ２９.４

霞ケ浦開発事業農業用水負担金償還円滑化事業 ７２３ ７２３ － －

公共用地先行取得事業 ５,１５８ ９３７ △４,２２１ △８１.８

港 湾 事 業 １６,４７９ １７,４３５ ９５６ ５.８

都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 ６７,８４７ ８１,０２６ １３,１７９ １９.４

流 域 下 水 道 事 業 １７,３８１ １５,７６５ △１,６１６ △９.３

育 英 奨 学 資 金 ３００ 廃止 皆減 皆減

合 計 ２８０,８５４ ２６９,４３４ △１１,４２０ △４.１

１２ 企業会計
（単位：百万円，％）

会 計 名 ２１当初 ２２当初 増 減 増 減 率
(Ａ) (Ｂ) (Ｂ－Ａ)

病 院 事 業 ２５,９２４ ２７,１４６ １,２２２ ４.７

水 道 事 業 ３７,５７５ ３６,７５８ △８１７ △２.２

工 業 用 水 道 事 業 ２７,７３６ ２５,１１６ △２,６２０ △９.４

地 域 振 興 事 業 ３,６４０ ３,５２６ △１１４ △３.１

下 水 道 事 業 ６,０３１ ６,６８７ ６５６ １０.９

合 計 １００,９０６ ９９,２３３ △１,６７３ △ １.７
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Ⅲ 債務負担行為一覧

［一般会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

地 方 債 証 券 他の地方公共団体と共同して証券を発行する地方債に 自 平成２２年度

共 同 発 行 連 帯 債 務 ついて，当該団体と連帯して償還及び利子の支払をなす 至 平成３２年度

義務を負う。 元金1,590,000,000千円及びこれに

対する利子相当額

茨城県材料構造解析 茨城県材料構造解析装置のＴ０チョッパーに係る製造 平成２３年度

装置Ｔ０チョッパー 請負契約を締結する。

製 造 請 負 契 約 9,400千円

環 境 保 全 施 設 茨城県環境保全施設資金融資制度に基づき，金融機関 自 平成２３年度

資 金 利 子 補 給 が中小企業者等に対し，平成22年度において資金を貸し 至 平成２９年度

付けたときは，県は当該金融機関に対し利子補給する。 融資総額2億72 3万円の融資残高に

対し，茨城県環境保全施設資金融資制

度要項に定める利子補給率を乗じて得

た額

環 境 保 全 施 設 整 備 茨城県環境保全施設整備資金利子補給制度に基づき， 自 平成２３年度

資 金 利 子 補 給 政府系金融機関が中小企業者に対し，平成22年度におい 至 平成３７年度

て資金を貸し付けたときは，県は当該中小企業者に対し 融資総額 2 , 5 0 0 万円の融資残高に

利子補給する。 対し，茨城県環境保全施設整備資金利

子補給金交付要項に定める利子補給率

を乗じて得た額

新 事 業 促 進 新事業促進融資制度に基づき，茨城県信用保証協会が 自 平成２２年度

融 資 損 失 補 償 保証した債務によって損失が生じたときは，県がその損 至 平成３１年度

失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。 26,000千円

新 事 業 促 進 新事業促進融資制度及び小規模企業支援融資制度に基 自 平成２２年度

融 資 損 失 補 償 づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によって損失 至 平成３４年度

が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を当 11,000千円

該協会と締結する。

パ ワ ー ア ッ プ パワーアップ融資制度及び小規模企業支援融資制度に 自 平成２２年度

融 資 損 失 補 償 基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によって損 至 平成３４年度

失が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を 191,000千円

当該協会と締結する。

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト セーフティネット融資制度及び小規模企業支援融資制 自 平成２２年度

融 資 損 失 補 償 度に基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によっ 至 平成３１年度

て損失が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契 616,000千円

約を当該協会と締結する。

再 生 支 援 融 資 再生支援融資制度に基づき，茨城県信用保証協会が保 自 平成２２年度

損 失 補 償 証した債務によって損失が生じたときは，県がその損失 至 平成３１年度

を補償する旨の契約を当該協会と締結する。 12,000千円

災 害 対 策 融 資 災害対策融資制度及び小規模企業支援融資制度に基づ 自 平成２２年度

損 失 補 償 き，茨城県信用保証協会が保証した債務によって損失が 至 平成３４年度

生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を当該 3,000千円

協会と締結する。

小 規 模 企 業 者 等 小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき，茨城県 自 平成２２年度

設 備 資 金 貸 付 事 業 中小企業振興公社が行う設備資金貸付事業について損失 至 平成３５年度

損 失 補 償 が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を当 70,000千円

該公社と締結する。
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

失 業 者 等 生 活 資 金 失業者等生活資金融資制度に基づき，日本労働者信用 自 平成２２年度

融 資 損 失 補 償 基金協会が保証した債務によって損失が生じたときは， 至 平成２８年度

県がその損失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。 7,500千円

勤 労 者 生 活 資 金 勤労者生活資金融資制度に基づき，日本労働者信用基 自 平成２２年度

融 資 損 失 補 償 金協会が保証した債務によって損失が生じたときは，県 至 平成２８年度

がその損失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。 1,440千円

緊 急 雇 用 対 策 訓 練 介護福祉士養成訓練業務に係る委託契約を締結する。 平成２３年度

業 務 委 託 契 約

70,560千円

農 業 近 代 化 資 金 農業近代化資金融通法に基づき，金融機関が農業者等 自 平成２３年度

利 子 補 給 に対し，平成22年度において資金を貸し付けたときは， 至 平成４２年度

県は当該金融機関に対し利子補給する。 融資総額４０億円の融資残高に対し，

茨城県農業近代化資金利子補給金交付

規程第３条に規定する率を乗じて得た

額

農 業 経 営 負 担 軽 減 茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付要項 自 平成２３年度

支 援 資 金 利 子 補 給 に基づき，金融機関が農業者に対し，平成22年度におい 至 平成３７年度

て資金を貸し付けたときは，県は当該金融機関に対し利 融資総額１億円の融資残高に対し，茨

子補給する。 城県農業経営負担軽減支援資金利子補

給金交付要項第２条に規定する率を乗

じて得た額

農 作 物 災 害 経 営 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づき，金融 自 平成２３年度

資 金 等 利 子 補 給 機関が被害農業者等に対し，平成22年度において５億円 至 平成３４年度

（ 現 年 災 分 ） の範囲内で経営資金等を貸し付けたときは，県は市町村 融資総額５億円の融資残高に対し，茨

が当該金融機関に対し利子補給した額の一部を補助する。 城県農林漁業災害対策特別措置条例施

行規則第３条に規定する率を乗じて得

た額

農 作 物 災 害 経 営 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づき，被害 平成２５年度以降

資 金 等 損 失 補 償 農業者等に対し，経営資金を貸し付けた金融機関に損失

（ 現 年 災 分 ） が生じたときは，県は市町村が当該金融機関に対し損失 200,000千円

補償した額の一部を補助する。

野 菜 価 格 安 定 対 策 園芸いばらき振興協会が，農畜産業振興機構に対して 自 平成２２年度

事 業 費 補 助 支払う指定野菜価格安定対策資金に不足が生じた場合， 至 平成２３年度

県が協会に対し，県の必要造成計画額の４分の１を限度 186,868千円

とし，その不足額を補助する。

茨城県農林振興公社 日本政策金融公庫の茨城県農林振興公社に対する分収 自 平成２２年度

分収造林資金借入金 造林資金の融資について，県がその損失を補償する旨の 至 平成６３年度

損 失 補 償 契約を当該金融公庫と締結する。 元金2,700千円及びこれに対する利子

相当額並びに遅延損害金及び損失額に

対する利子相当額

漁 業 近 代 化 資 金 等 漁業近代化資金融通法に基づき金融機関が漁業者等に 自 平成２３年度

利 子 補 給 対し，平成22年度において資金を貸し付けたときは，県 至 平成３６年度

は当該金融機関に対し利子補給する。 融資総額３億円の融資残高に対し，茨

城県漁業近代化資金等利子補給金交付

要項第３条に規定する率を乗じて得た

額

水 産 加 工 経 営 改 善 茨城県水産加工経営改善促進資金利子補給金交付要項 自 平成２３年度

促 進 資 金 利 子 補 給 に基づき，金融機関が水産加工業者に対し，平成22年度 至 平成２５年度

において資金を貸し付けたときは，県は当該金融機関に 融資総額１億円の融資残高に対し，茨

対し利子補給する。 城県水産加工経営改善促進資金利子補

給金交付要項第４条に規定する率を乗

じて得た額
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

水 産 試 験 場 改 築 水産試験場本館の改築工事に係る工事請負契約を締結 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 する。

237,606千円

県営かんがい排水事業 早井地区外３地区の揚水機場機械設備改修等に係る工 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 事請負契約を締結する。

＜参考＞ 409,500千円

地区名 金額（千円） 概 要

早井 126,000 揚水機場機械設備

大山沼 84,000 湛水防除機場機械設備

長井戸沼 147,000 排水機場機械設備

福岡堰元圦 52,500 樋門機械設備

計 409,500

経 営 体 育 成 大貫地区の排水樋管工事に係る工事請負契約を締結す 平成２３年度

基 盤 整 備 事 業 る。

工 事 請 負 契 約 52,500千円

道 路 橋 梁 改 築 主要地方道筑西三和線，筑西市関本中地内の鬼怒川新 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 橋外５箇所の道路橋梁改築に係る工事請負契約を締結す

る。 1,550,000千円

＜参考＞

橋 名 金額（千円） 概 要

鬼怒川新橋 200,000 上部工

中通川橋梁 300,000 上部工

水府橋 400,000 上・下部工

加草橋 250,000 下部工

小貝川新橋 100,000 下部工

鹿行大橋 300,000 上部工

計 1,550,000

道 路 橋 梁 改 築 一般県道城里那珂線，那珂市戸地内の那珂川新橋の道 自 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 路橋梁改築に係る工事請負契約を締結する。 至 平成２４年度

1,000,000千円

飯 田 ダ ム 管 理 用 飯田ダム管理用制御処理設備整備工事に係る工事請負 自 平成２３年度

制 御 処 理 設 備 整 備 契約を締結する。 至 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 182,450千円

公 共 用 地 先 行 公共用地先行取得について，茨城県土地開発公社理事 自 平成２３年度

取 得 委 託 契 約 長と委託契約を締結する。 至 平成２７年度

1,527,000千円及びこれに対する利子

並びに事務費の合計額

街 路 改 良 都市計画道路石下駅中沼線，常総市本石下地内で一級 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 河川鬼怒川に架け替える新石下橋（仮称）に係る工事請

負契約を締結する。 500,000千円

県 営 住 宅 建 設 十万原団地外１団地の県営住宅の建設に係る工事請負 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 契約を締結する。

＜参考＞ 344,672千円

団地名 金額（千円） 戸数

十万原 201,020 24

浪逆第二 143,652 16

計 344,672 40
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

県 民 木 造 住 宅 等 知事が指定する金融機関の住宅ローンを利用する住宅 自 平成２３年度

建 設 資 金 利 子 補 給 建設者等に対し，金融機関が平成22年度において建設資 至 平成３２年度

金を貸し付けたときは，県は当該建設者等に対し利子補 融資総額6,000万円の融資残高に対し，

給する。 茨城県民木造住宅等建設資金利子補給

金交付要項第６条に規定する率を乗じ

て得た額

地 域 優 良 分 譲 住 宅 茨城県住宅供給公社が供給する土地を購入し住宅の新 自 平成２３年度

利 子 補 給 築等を行う子育て世帯の者に対し，金融機関が平成22年 至 平成２７年度

度において購入資金を貸し付けたときは，県は当該購入 4,149千円

者に対し利子補給する。

電子調達システム開発 電子調達システム開発業務に係る委託契約を締結する。 平成２３年度

業 務 委 託 契 約

33,810千円

県 立 学 校 建 設 県立土浦第三高等学校の老朽校舎改築に係る工事請負 平成２３年度

工 事 請 負 契 約 契約を締結する。

720,238千円

自 然 博 物 館 展 覧 会 自然博物館の展覧会開催業務に係る委託契約を締結す 平成２３年度

開 催 業 務 委 託 契 約 る。

1,000千円

放 置 車 両 確 認 等 放置車両の確認及び標章の取付け事務に係る委託契約 平成２３年度

事 務 委 託 契 約 を締結する。

53,268千円

［特別会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

街 路 改 良 工 事 都市計画道路小島新田・小張線の街路改良工事に係る 自 平成２３年度

委 託 契 約 工事委託契約を東日本高速道路株式会社関東支社長と締 至 平成２４年度

結する。 1,100,000千円

霞 ヶ 浦 湖 北 流 域 霞ヶ浦湖北流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 平成２３年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。

請 負 契 約 454,000千円

霞 ヶ 浦 湖 北 流 域 霞ヶ浦湖北流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 自 平成２３年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。 至 平成２４年度

請 負 契 約 1,738,280千円

霞 ヶ 浦 常 南 流 域 霞ヶ浦常南流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 平成２３年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。

請 負 契 約 700,360千円

霞 ヶ 浦 常 南 流 域 霞ヶ浦常南流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 自 平成２３年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。 至 平成２４年度

請 負 契 約 1,139,250千円

那 珂 久 慈 流 域 那珂久慈流域下水道事業の処理場・管渠整備に係る工 平成２３年度

下 水 道 工 事 事請負契約を締結する。

請 負 契 約 524,820千円

霞 ヶ 浦 水 郷 流 域 霞ヶ浦水郷流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 平成２３年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。

請 負 契 約 306,600千円

小 貝 川 東 部 流 域 小貝川東部流域下水道事業の管渠整備に係る工事請負 平成２３年度

下 水 道 工 事 契約を締結する。

請 負 契 約 280,000千円
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

霞 ヶ 浦 湖 北 流 域 霞ヶ浦湖北流域下水道事業の維持管理業務に係る委託 自 平成２３年度

下 水 道 維 持 管 理 契約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約 1,740,895千円

霞 ヶ 浦 常 南 流 域 霞ヶ浦常南流域下水道事業の維持管理業務に係る委託 自 平成２３年度

下 水 道 維 持 管 理 契約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約 1,827,426千円

霞 ヶ 浦 水 郷 流 域 霞ヶ浦水郷流域下水道事業の維持管理業務に係る委託 自 平成２３年度

下 水 道 維 持 管 理 契約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約 410,175千円

利根左岸さしま流域 利根左岸さしま流域下水道事業の維持管理業務に係る 自 平成２３年度

下 水 道 維 持 管 理 委託契約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約 251,706千円

鬼 怒 小 貝 流 域 鬼怒小貝流域下水道事業の維持管理業務に係る委託契 自 平成２３年度

下 水 道 維 持 管 理 約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約 264,810千円

小 貝 川 東 部 流 域 小貝川東部流域下水道事業の維持管理業務に係る委託 自 平成２３年度

下 水 道 維 持 管 理 契約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約 227,513千円

［企業会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

県 立 友 部 病 院 県立友部病院の解体に係る工事請負契約を締結する。 平成２３年度

施 設 整 備 事 業

工 事 請 負 契 約 97,155千円

県 南 広 域 県南広域水道建設事業の浄水施設に係る工事請負契約 平成２３年度

水 道 建 設 事 業 を締結する。

工 事 請 負 契 約 3,635,000千円

鹿 行 広 域 鹿行広域水道建設事業の浄水施設に係る工事請負契約 平成２３年度

水 道 建 設 事 業 を締結する。

工 事 請 負 契 約 53,000千円

県 西 広 域 県西広域水道建設事業の浄水施設に係る工事請負契約 自 平成２３年度

水 道 建 設 事 業 を締結する。 至 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 2,515,000千円

鹿 島 鹿島工業用水道建設事業の浄水施設に係る工事請負契 平成２３年度

工業用水道建設事業 約を締結する。

工 事 請 負 契 約 32,000千円

県 西 広 域 県西広域工業用水道建設事業の配水施設に係る工事請 平成２３年度

工業用水道建設事業 負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約 130,000千円

鹿 島 鹿島臨海都市計画下水道事業の処理場整備に係る工事 平成２３年度

臨海都市計画下水道事業 請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約 50,000千円
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Ⅳ 条例その他の議案の概要

議 案 内 容

（人事課） 改正内容

職員の勤務時間に関する条例及 (1)月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給

び職員の給与に関する条例の一部 割合の引上げ

を改正する条例 100分の125又は100分の135 → 100分の150

100分の150又は100分の160 → 100分の175

人事委員会の勧告に伴い，時間

外勤務手当の支給割合等につい (2)月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の割増

て，所要の改正をしようとするも 支給に代えて，代休時間を付与することができる制度の新

のである。 設

（施行日 平成22年４月１日）

（人事課） 改正内容

特別職の職員の給与並びに旅費 (1)日額報酬への変更

及び費用弁償に関する条例の一部 ①対象

を改正する条例 収用委員会委員，海区漁業調整委員会委員，内水面漁場管

理委員会委員

行政委員の報酬について，現下 ②日額：会長20,000円，委員17,000円

の厳しい財政状況や勤務実態等を

踏まえ，一部の委員を日額報酬に (2)月額報酬の減額措置

変更するとともに，月額報酬の減 ①対象

額措置を実施する等，所要の改正 監査委員，教育委員会委員，人事委員会委員，公安委員会

をしようとするものである。 委員，選挙管理委員会委員，労働委員会委員

②期間：平成22年４月１日から平成23年３月31日

③内容：報酬の△10％

（施行日 平成22年４月１日）

（人事課） 改正内容（主なもの）

職員の旅費に関する条例及び特 起点，標準経路の取扱いを廃止し，実発着地点を経路とする

別職の職員の給与並びに旅費及び 等の旅費制度の見直しに伴い，所要の改正をするもの

費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 (1)車賃

・公共交通機関利用：

旅費制度を旅行実態に即したも 標準経路による旅客運賃 → 実際の旅客運賃

のとするため，所要の改正をしよ ・自家用交通用具使用：１キロメートルにつき24円

うとするものである。 (2)日当

・名称の変更：「日当」 → 「旅行雑費」

・支給額の改定等

・公共交通機関利用（県外）：2,200円

・その他の場合：200円（同一地域内の場合100円）

・駐車料金，有料道路の料金等を支給

（施行日 平成23年４月１日）
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議 案 内 容

（人事課） 改正内容
茨城県職員定数条例の一部を改 行財政改革を踏まえた定員の適正化及び病院局における診療

正する条例 体制の充実を図るため，職員定数を改正するもの

定員の適正化を図るため，所要 区 分 定 数 （人）
の改正をしようとするものであ 改正前 改正後 増減
る。 知事の事務部局の職員 5,750 5,570 △ 180

公営企業管理者の事務部局の職員 199 194 △ 5
病院事業管理者の事務部局の職員 820 860 40

教育委員会等の事務部局の職員 350 340 △ 10

（施行日 平成22年４月１日，ただし知事の事務部局の職員，公営

企業管理者の事務部局の職員及び教育委員会等の事務部局の職員に

ついては，平成23年４月１日から適用する）

（財政課，高校教育課） 改正内容

茨城県特別会計条例の一部を改 高校生等を対象とした奨学資金貸与事務の効率化を図るた

正する条例 め，茨城県育英奨学資金特別会計を廃止し，一般会計で実施す

るため，所要の改正をするもの

茨城県育英奨学資金特別会計を

廃止するため，所要の改正をしよ ・第１条（設置）第17号

うとするものである。 「茨城県育英奨学資金特別会計」の号を削除

（施行日 平成22年４月１日）

（参考）17特別会計 → 16特別会計

（財政課，市町村課，環境対策課，廃 改正内容

棄物対策課，厚生総務課，建築指導課） １政治資金規正法の一部改正に伴うもの

茨城県手数料徴収条例の一部を 国会議員関係政治団体の支出に係る少額領収書等の写しの交

改正する条例 付請求について規定されたことに伴う手数料の新設

・少額領収書等の写しに係る写しの交付手数料：用紙１枚に

政治資金規正法の一部改正等に つき10円

伴い，所要の改正をしようとする ２土壌汚染対策法の一部改正に伴うもの

ものである。 搬出土壌の適正処理の確保のため，汚染土壌の処理業につい

ての許可制度が創設されたことに伴う手数料の新設

・汚染土壌処理業許可申請手数料：240,000円

・汚染土壌処理業許可更新申請手数料：220,000円

・汚染土壌処理業変更許可申請手数料：220,000円

３医療法の規定に基づく病院等の使用前検査及び使用許可につ

いて，申請者による自主検査を導入することに伴う手数料の

新設

・病院検査手数料（実地検査を伴わない場合）：18,000円

（参考：病院検査手数料：45,000円）

・診療所検査手数料（実地検査を伴わない場合）：10,000円

・助産所検査手数料（実地検査を伴わない場合）： 7,000円

４その他所要の改正

（施行日 平成22年４月１日）
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議 案 内 容

（市町村課） 改正内容

茨城県知事の権限に属する事務 一般旅券の発給申請の受理及び交付等の事務について，新た

の処理の特例に関する条例の一部 に水戸市を追加するため，所要の改正をするもの

を改正する条例

一般旅券の発給申請の受理及び

交付等の事務について，新たに水

戸市に移譲するため，所要の改正

をしようとするものである。

（施行日 平成22年10月１日）

（市町村課） 改正内容

茨城県住民基本台帳法施行条例 住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を新たに追加

の一部を改正する条例 するため，所要の改正をするもの

住民基本台帳ネットワークシス 今回追加する主な事務

テムの利用事務を追加するため， ・介護支援専門員の登録に関する事務

所要の改正をしようとするもので ・浄化槽保守点検業者の登録又は届出に関する事務

ある。 ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関する事務 等

（参考）利用事務：６事務 → 38事務

（施行日 平成22年４月１日）

（環境対策課） 改正内容
茨城県生活環境の保全等に関す 土壌汚染対策法の一部改正において，指定区域が要措置区域

る条例の一部を改正する条例 の指定と形質変更時要届出区域の指定に区分されたことに伴
い，所要の改正をするもの

土壌汚染対策法の一部改正に伴
い，所要の改正をしようとするも
のである。 ・第63条第２号中

「第５条第１項」 → 「第６条第１項又は第11条第１項」

（施行日 平成22年４月１日）

（長寿福祉課） 改正内容

茨城県介護保険審査会の公益を 知事の付属機関である茨城県介護保険審査会の公益を代表す

代表する委員の定数を定める条例 る委員の定数見直しに伴い，所要の改正をするもの

の一部を改正する条例

付属機関の見直しに伴い，所要 ・「15人」 → 「６人」

の改正をしようとするものであ

る。

（施行日 平成22年４月１日）
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議 案 内 容

（産業技術課） 改正内容

茨城県工業技術センターの使用 新たに開放する設備について，設備使用料及び試験等手数料

料及び手数料徴収条例の一部を改 の額を定める等，所要の改正をするもの

正する条例

・新たに追加，更新する設備・試験等：28項目

中小企業の振興を図るため，設 ・機器の不能等により削除する設備・試験等：18項目

備使用料及び試験等手数料につい

て，所要の改正をしようとするも

のである。

（施行日 平成22年４月１日）

（農地整備課） 改正内容

茨城県国営土地改良事業負担金 国営霞ケ浦用水（二期）土地改良事業に係る地元（市町村，

徴収条例の一部を改正する条例 改良区）負担金の償還完了に伴い，所要の改正をするもの

国営霞ケ浦用水（二期）土地改 ・別表（第２条第１項，第３条第１項）中

良事業に係る地元負担金の償還完 国営霞ケ浦用水（二期）土地改良事業の項を削除

了に伴い，所要の改正をしようと

するものである。

（施行日 平成22年４月１日）

（用地課） 改正内容

茨城県公共物管理条例の一部を 農地法の一部改正において，小作料の標準額の規定が削除さ

改正する条例 れたことに伴い，所要の改正をするもの

農地法の一部改正に伴い，所要 ・別表（第14条関係）１使用料 中

の改正をしようとするものであ (18)農耕地の項の備考欄を削除

る。

（施行日 公布の日）

（河川課） 改正内容

茨城県河川流水占用料等徴収条 新たに水力発電所の設置が見込まれることから流水占用料を

例の一部を改正する条例 新設する等，所要の改正をするもの

水力発電所の設置に伴い，所要 (1)流水占用料の新設

の改正をしようとするものであ ・昭和40年10月１日以降に発電を開始した発電所

る。 (ｱ)常時理論水力１キロワットにつき 年額2,074円

(ｲ)最大理論水力と常時理論水力との差１キロワットにつき

年額457円

(2)その他所要の改正

（施行日 平成22年４月１日外）
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議 案 内 容

（企業局総務課） 改正内容

茨城県工業用水道条例の一部を 鹿島第１期及び鹿島第２期工業用水道の料金改定

改正する条例

・基本料金

鹿島第１期及び鹿島第２期工業 基本使用水量１㎥につき 32円70銭 → 28円70銭

用水道の料金を改定しようとする ・特定料金

ものである。 特定使用水量１㎥につき 32円70銭 → 28円70銭

・超過料金

超過使用水量１㎥につき 65円40銭 → 57円40銭

（施行日 平成22年４月１日）

（企業局総務課） 改正内容

茨城県水道条例の一部を改正す 県西広域水道の料金改定

る条例

・基本料金

県西広域水道の料金を改定しよ 基本水量１㎥につき 1,950円 → 1,850円

うとするものである。

（施行日 平成22年４月１日）

（教育庁総務課） 改正内容

茨城県市町村立学校教職員へき へき地教育振興法施行規則におけるへき地学校等指定基準が
、、 、、

地手当等支給条例の一部を改正す 改正されたことに伴い，へき地等学校の指定見直しをするも

る条例 の

へき地教育振興法施行規則の (1)へき地学校（１級，２級） ４校 → ２校
、、

一部改正に伴い，所要の改正を (2)へき地学校に準ずる学校 ５校 → １校

しようとするものである。 (3)特別の地域に所在する学校 ６校 → 指定なし

（施行日 平成22年４月１日）

（高校教育課） 改正内容

茨城県奨学資金貸与条例の一部 奨学資金の貸与資格者に専修学校の専門課程に在学する者を

を改正する条例 加えるため，所要の改正をするもの

奨学資金の貸与資格者を拡大 【現 行】大学（短期大学を含む）に在学する者

するため，所要の改正をしよう 【改正後】大学（短期大学を含む）又は専修学校の専門課程に

とするものである。 在学する者

（施行日 平成22年４月１日）
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議 案 内 容

（警務課） 改正内容

茨城県地方警察職員定員条例の 警察法施行令の一部改正において，地方警察職員の定員基準

一部を改正する条例 が変更されることに伴い，定員について所要の改正をするもの

警察法施行令の一部改正に伴 区 分 定 員 （人）

い，所要の改正をしようとするも 改正前 改正後 増減

のである。 警 視 143 143 －

警 部 309 310 1

警察官 警部補及び巡査部長 2,762 2,774 12

巡 査 1,447 1,453 6

小 計 4,661 4,680 19

その他の職員 581 581 －

合 計 5,242 5,261 19

（施行日 平成22年４月１日）

（総務部出資団体指導・行政監察室） 議案の内容

包括外部監査契約の締結につい (1)契約の目的 包括外部監査及び当該監査の結果に関する

て 報告

(2)契約の始期 平成22年４月１日

地方自治法の規定に基づき，包 (3)契 約 金 額 1,575万円を上限とする額

括外部監査について，税理士池谷 (4)契約の相手方 税理士 池谷 達郎

達郎と契約を締結しようとするも

のである。

（財政課） 議案の内容

全国自治宝くじ事務協議会規約 平成22年４月１日から相模原市の協議会への加入を認め，関

及び関東・中部・東北自治宝くじ 係規定を整備するもの

事務協議会規約の一部変更につい

て

相模原市の政令指定都市への移 （参考）

行に伴い，全国自治宝くじ事務協 １全国自治宝くじ事務協議会の状況

議会規約及び関東・中部・東北自 47都道府県18市 → 47都道府県19市

治宝くじ事務協議会規約の一部を ２関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会の状況

変更するものである。 １道22県10市 → １道22県11市

（道路建設課） 議案の内容

茨城県道路公社の有料道路事業 身体障害者福祉法施行令の一部改正において，身体障害者手

の変更について 帳の交付対象に「肝臓の機能」の障害が追加されたことに伴い，

供用中の各有料道路の障害者割引の対象範囲を改定するもの

道路整備特別措置法の規定に基

づき，茨城県道路公社の行う有料

道路事業の事業内容の一部変更に ・下総利根大橋有料道路（県道岩井関宿野田線）外５道路

ついて，同意しようとするもので

ある。
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議 案 内 容

（道路建設課） 議案の内容

千葉県道路公社の有料道路事業 身体障害者福祉法施行令の一部改正において，身体障害者手

の変更について 帳の交付対象に「肝臓の機能」の障害が追加されたことに伴い，

供用中の有料道路の障害者割引の対象範囲を改定するもの

道路整備特別措置法の規定に基

づき，千葉県道路公社の行う有料

道路事業の事業内容の一部変更に ・銚子新大橋有料道路（県道銚子波崎線・利根かもめ大橋）

ついて，同意しようとするもので

ある。

（道路建設課） 議案の内容

茨城県道路公社の定款の変更に 地方道路公社法に基づき，道路の整備に関する基本計画の変

ついて 更について，設立団体である茨城県と道路公社が共同で認可申

請するもの

地方道路公社法の規定に基づ (1)定款の変更内容

き，道路の整備に関する基本計画 第16条（道路の整備に関する基本計画）の表中

に係る茨城県道路公社の定款の変 ・「県道守谷流山線」の項を削除

更について認可申請をしようとす (2)理由

るものである。 新大利根橋有料道路を無料化するため

（下水道課） 議案の内容

霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ 流域下水道の維持管理に要する費用負担額（Ｈ22年度分）

浦水郷，那珂久慈，利根左岸さし （単位：千円）

ま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域 流域下水道名 負担額 備 考

下水道の維持管理に要する費用に 霞ケ浦常南 2,158,091 龍ケ崎市外５市町

係る関係市町村の負担額について 霞ケ浦湖北 1,712,329 土浦市外４市町

霞ケ浦水郷 352,989 潮来市，行方市

下水道法の規定に基づき，霞ケ 那珂久慈 2,134,704 水戸市外８市町村，ひたちな

浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷， か・東海広域事務組合

那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒 利根左岸さしま 236,554 古河市，坂東市，境町

小貝及び小貝川東部流域下水道の 鬼怒小貝 323,180 下妻市外３市町

維持管理に要する費用の市町村負 小貝川東部 259,759 つくば市外３市

担額を定めようとするものであ 計 7,177,606

る。
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Ⅴ 「事務事業再構築結果」主なものの一覧

(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２１当初 Ｈ２２当初 見 直 し の 概 要

行政委員会委員報 122,212 88,459 行政委員会委員の報酬について、一部の委

酬 33,753千円 員を日額報酬に変更するとともに、月額報酬

を削減 の減額措置を行い、事業費を縮小する。

審議会等委員報酬 29,059 26,184 審議会等の委員報酬について、公務員や公

的団体等職員の委員の報償費を、原則非支給

2,875千円 とするなど、支給対象者の見直しを行い、事

を削減 業費を縮小する。

（歳入確保対策） (歳入予算計上額) 基金活用による土地の取得が減少する等、

土地開発基金廃止 4,151,865 － 設置の必要性が希薄となったことから、平成

4,151,865千円 21年度末に土地開発基金の廃止を行い、歳入

を確保* を確保する。

*最終補正対応

（歳入確保対策） － － 行政財産における自動販売機設置につい

行政財産貸付 て、Ｈ22年度から公募により、貸付料を決定

できるよう規則等を整備し、歳入を確保す

る。

土地取引規制費 10,997 8,201 近年、地価動向は沈静化しており、また、

１年ごとの地価動向は地価調査制度に基づく

2,796千円 基準地価による把握が可能なことから、つく

を削減 ばエクスプレス沿線地域で行ってきた地域別

調査を廃止するなど、事業費を縮小する。

霞ケ浦水質浄化プ 12,239 － 産学官連携研究開発事業への支援を実施し

ロジェクト推進費 てきた本事業について、近年は国等の競争的

12,239千円 資金獲得につながる成果が見られていないこ

を削減 とから，事業を廃止する。

長寿をたたえる事 6,401 3,059 米寿達成者が１万人を超える状況にあるこ

業費 と、他県においても廃止している県が多いこ

とから、米寿達成者の褒状を廃止する。
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(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２１当初 Ｈ２２当初 見 直 し の 概 要

重度障害者（児） 10,130 7,860 地域住宅交付金等を活用して対応すること

住宅リフォーム助 とし、Ｈ23以降、本事業を廃止する。

成事業費

創造的企業創出支 (歳入予算計上額) （財）科学技術振興財団が実施する創造的

援融資資金貸付金 32,000 － 企業への無担保融資事業の残高管理業務の終

32,000千円 了に伴い、損失補償積立金等の残額を県の一

を確保* 般会計に返還し、歳入を確保する。

*最終補正対応

運輸事業振興費 537,042 474,923 トラック協会及びバス協会への補助金につ

いて、他県における見直し状況を勘案し、総

務省提示の算定式から削減する。

（Ｈ21：▲３％ Ｈ22：▲５％）

商工会等リーディ 282,783 245,413 商工団体が小規模事業者の育成のために実

ング事業費等補助 施する事業に対する補助について、広域的な

金 連携の促進や提案型の事業を取り入れる等補

助内容を見直し、効率的、効果的な補助事業

として制度を見直す。

集落営農組織化促 6,800 － 集落営農を組織化する地域に対して関係者

進事業費 の合意形成に向けた取組みや農業用機械・施

設の整備等を助成するものだが、集落営農組

織の設立が進んだこと、国による支援制度が

創設されたことから、本事業を廃止する。

がんばるふるさと 11,066 5,333 事業開始から40年以上経過し、コミュニテ

支援事業費 ィセンター整備が進んだことから、現時点で

5,733千円 計画のある箇所まで助成するものとし、Ｈ23

を削減 以降は本事業を廃止する。
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(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２１当初 Ｈ２２当初 見 直 し の 概 要

経営体育成基盤整 4,579,710 3,617,750 農地の面的な基盤整備を実施するものだ

備事業費 が、他県での同種事業の実施状況等を勘案

961,960千円 し、H23以降の新規採択地区より県の負担率

を削減 を国のガイドラインどおりとするよう制度を

見直す。

県営畑地帯総合整 2,136,550 1,575,000 （ガイドライン（本県）による補助率）

備事業費 国 県(本県) 地元

561,550千円 経営体 50 27.5(30) 22.5(20)

を削減 畑 総 50 25 (30) 25 (20)

10,080 － 県有施設長寿命化推進を図る施設情報運用

県有建物長寿命化 支援システムを利活用するために必要となる

推進調査費 県有施設の施設情報の調査入力経費である

が、当システムの効果を確認できるようにな

るまで、本事業を休止する。

仲間同士の絆づく 2,676 － 小・中学校に対し、対人関係に係るトラブ

りプロジェクト ル防止のため、臨床心理士等の専門家の派遣

等を行ってきたが、事業開始から３年間が経

過し、現在、44市町村中36市町村が自ら同様

の取り組みを行っていることから、本事業を

廃止する。

高校生奨学資金貸 53,611 72,535 高校生を対象とした奨学金については、一

付費 40,109千円 般会計（高等学校等奨学資金）と特別会計

を確保 （育英奨学資金）で行っていることから、事

務効率化及び行革の観点から、一般会計で対

応可能な特別会計を廃止するとともに、廃止

する特別会計の予備費を有効活用することに

より、歳入確保を図る。

思いやる心を育む 2,759 － 全ての県立高校で性に関する講演会等を開

性教育推進事業費 催してきたが、事業開始から３年間が経過

し、一定の効果を得ていることから、今後は

学校の養護教諭等を活用することとし、本事

業を廃止する。
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(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２１当初 Ｈ２２当初 見 直 し の 概 要

（歳入確保対策） (歳入予算計上額) 免許センター壁面への広告の掲載等によ

警察広報活動費 － 5,468 り、歳入を確保する。

5,468千円

を確保

出資法人に対する 各団体の借入残高及び今後の資金需要を勘

損失補償等に係る 案し最低限の限度額へ見直しする。(Ｈ21最

債務負担行為設定 終補正)

額 ・土地開発公社 ：341→210億円▲131億円

・道路公社 ：180→ 72億円▲108億円

・開発公社 ：1,600→1,527億円▲73億円

・住宅供給公社 ：559→428億円▲131億円

・環境保全事業団：182→151億円 ▲31億円

・農林振興公社：45.8→9.9億円▲35.9億円
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